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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和４年３月１５日（火） 

午前９時５７分  開 会 

午後４時２０分  閉 会 

 

２．場  所   公会堂 第８・９・１０集会室 

 

３．出席委員   委 員 長  馬 場 騎 一   副委員長  堀   光 雄 

委  員  久保田 隆 二   委  員  舩 見 昌 功 

委  員  小比類巻 孝幸   委  員  田 嶋 孝 安 

委  員  遠 藤 泰 子   委  員  佐々木 卓 也 

委  員  奥 本 菜保巳   委  員  澤 口 正 義 

委  員  加 澤   明   委  員  西 村 盛 男 

委  員  春 日 洋 子   委  員  堤   喜一郎 

委  員  森   三 郎 

議  長  小比類巻 雅彦   副 議 長  瀬 崎 雅 弘 

 

４．欠席委員   委  員  下 山 光 義 

 

５．説 明 員   市長 ほか 

 

６．事務局職員   事務局長  蹴 場 光 昭   庶務係長  織 笠 信 吾 

 

７．案  件   議案第１号から議案第８号までの計８件 

 

８．会議概要 

馬場委員長：会議に入る前に報告します。 

 下山委員のほうから欠席の旨の連絡がありましたので、御了承お願いいたします。 

 それでは、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る３月１１日の本会議において、議案第１号から議案第８号までの計

８件が付託されております。 

 議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：異議なしと認めます。 

 それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 
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 なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第１号令和４年度三沢市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 財務部長。 

村井財務部長：それでは、議案第１号令和４年度三沢市一般会計予算の概要について御説

明申し上げます。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ２６０億４,１００万円となり、前年度当初予算額と比

較いたしますと１６億１,３００万円、率にして６.６％の増となっております。 

 まず、歳入の主なるものにつきまして、予算書９ページの歳入歳出予算事項別明細書に

基づきまして御説明申し上げます。 

 １款の市税につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業用資産の固定

資産税軽減措置の終了などにより、前年度と比較し、２億９,１８７万３,０００円増の４

６億５,０１５万４,０００円を計上しております。 

 ７款の地方消費税交付金につきましては、前年度交付見込額及び国の伸び率等を勘案

し、前年度と比較し８,７４５万９,０００円増の９億８,５０７万６,０００円を計上して

おります。 

 ９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、前年度の交付実績によ

り、前年度と比較し２９３万８,０００円減の２１億３,２４８万４,０００円を計上して

おります。 

 １０款の地方特例交付金につきましては、前年度の交付見込み及び国の伸び率等を勘案

し、前年度と比較し３,０５０万円減の２,１３３万６,０００円を計上しております。 

 １１款の地方交付税につきましては、前年度の交付見込み及び国の伸び率等を勘案し、

前年度と比較し１億９,５１２万円増の５１億５,７９３万４,０００円を計上しておりま

す。 

 １５款の国庫支出金につきましては、焼却施設整備事業費補助金の増などにより、前年

度と比較し７億４,４２７万７,０００円増の６４億６,２１８万円を計上しております。 

 １６款の県支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金の増などにより、前年

度と比較し４,００７万９,０００円増の１７億４,６６９万９,０００円を計上しておりま

す。 

 １９款の繰入金につきましては、財政調整基金繰入金の増などにより、前年度と比較し

３億８７４万６,０００円増の１４億８,５５１万２,０００円を計上しております。 

 ２１款の諸収入につきましては、旧三沢地区衛生センター剰余金の減などにより、前年

度と比較し１億１,１７７万８,０００円減の４億９,９６３万１,０００円を計上しており

ます。 

 ２２款の市債につきましては、臨時財政対策債の減などにより、前年度と比較し３７０

万円減の２２億８,７２０万円を計上しております。 

 以上が、歳入の主な概要でございます。 

 次に、歳出の主なるものにつきまして御説明申し上げます。 

 １０ページを御参照願います。 
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 ２款の総務費につきましては、防災行政用無線施設整備事業の増などにより、前年度と

比較し１億７,８９１万５,０００円増の３０億１,９７４万８,０００円を計上しておりま

す。 

 ３款の民生費につきましては、障害者福祉サービス費の増などにより、前年度と比較し

１億８,３４４万２,０００円増の７４億３,７３０万６,０００円を計上しております。 

 ４款の衛生費につきましては、焼却施設整備事業の増などにより、前年度と比較し８億

７,８３６万１,０００円増の６４億１,１７１万６,０００円を計上しております。 

 ６款の農林水産業費につきましては、織笠地域集会所整備事業の増などにより、前年度

と比較し１,０２７万２,０００円増の６億８,１６４万７,０００円を計上しております。 

 ７款の商工費につきましては、企業誘致費の立地促進奨励金の増などにより、前年度と

比較し４７２万８,０００円増の６億５,２７８万３,０００円を計上しております。 

 ８款の土木費につきましては、木崎野団地建替事業の減などにより、前年度と比較し１

億１,２１８万８,０００円減の２２億５,８３０万円を計上しております。 

 ９款の消防費につきましては、水槽付消防ポンプ自動車整備事業の減などにより、前年

度と比較し１億１,２３３万８,０００円減の１１億３７８万７,０００円を計上しており

ます。 

 １０款の教育費につきましては、小学校空調設備整備事業の増などにより、前年度と比

較し５億９,３６１万円増の２６億９,５９９万２,０００円を計上しております。 

 １２款の公債費につきましては、長期債元金償還金の減などにより、前年度と比較し

４,８０７万３,０００円減の１４億７,１１８万６,０００円を計上しております。 

 以上が、議案第１号令和４年度三沢市一般会計予算の概要でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

馬場委員長：それでは、質疑を行います。 

 ありませんか。 

 舩見委員。 

舩見委員：おはようございます。 

 順次、質問してまいります。 

 予算書の８５ページ、文書広報費にありますＬＩＮＥ市政情報配信システム関連経費、

合わせて２８１万円の計上でございますが、新規事業とのことですが、その概要について

御説明願います。 

馬場委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ＬＩＮＥ市政情報配信システム関連経費についてですが、ＬＩＮＥはスマートフォンを

利用している人のほとんどが使っている無料のアプリであるため、これまでの情報に加

え、選択肢が増えることで、市政情報をより広く市民に知らせることを目的に、導入する

ものでございます。 

 内容としましては、友達登録の際に、受信する情報を設定することで、子育てや健康な

ど、各種カテゴリーの欲しい情報について通知を受け取る、また、ホームページと連携す

ることで、キーワードを入力すると、ホームページの関連ページを案内するといった機能
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を予定しております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 ＬＩＮＥは本当に大変気軽に直感で使えるアプリとして、皆さん、ふだんから使ってい

ると思いますので、大変いい事業だと思います。 

 特に２０代、３０代の方々、１０代の方も含め、簡単にアクセスして、市の情報や、防

災情報とか、気軽に見られると思うのですが、例えば市民の声みたいなメニューをつくっ

て、そこで市民の方が画像とともに、交通状況とか、雪が降って、わだちができていると

か、今の状態で、雪が解けたときに、道路に少し穴があいたりとか、そういうのを気軽に

状況を募れれば、市民の皆様の声をより早く反映できると思うのですが、そういうふうな

メニューとかも今後入るのか、お聞かせください。 

馬場委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 道路情報等の通報システム、そういった名称になろうかと思いますけれども、そういっ

たことにつきましても、担当課と協議の上、導入するように進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 そういう気軽に市民の方の声を反映できる、スピード感を持って反映できる、大変いい

取組だと思いますので、なるべく早く担当課と調整して、そういうメニューをつくれるよ

うにしていただきたいと思います。 

 この件に関しては以上でございます。 

 続きまして、９９ページの災害対策費の中ほどにございます自主防災組織補助金につい

てですが、６０１万６,０００円の計上がございますが、この事業の概要について、ま

た、昨年、自主防災組織の数が５０団体だと記憶しておりましたが、現在、その増減があ

るのかどうか、お聞かせください。 

馬場委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えをいたします。 

 自主防災組織補助金につきましては、運営費の補助ですとか、資機材の整備に充てる補

助ですとか、災害に強いまちづくり市民提案に対する補助等で、この額になっておりま

す。 

 それと、自主防災会の組織の数ですが、今月の３月１日に、細谷地区の方々が自主防災

組織を立ち上げてくれましたので、１団体増えまして、５１団体となったところでござい

ます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 
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 現在、１団体、細谷地区が増えて、５１団体ということで、理解しました。 

 また、コロナ禍にあって、現在は総合防災訓練を実施するのは難しい状況だと思います

が、防災・減災に取り組むことは大切なことですので、年１回でも、そのような自主防災

組織の方々を対象にした市独自の座学といいますか、講演会等を開催する予定がないの

か、お伺いしたいと思います。 

馬場委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えをいたします。 

 毎年２月に開催しておりますが、消防本部と防災管理課が一緒になりまして、市の消防

団、それから婦人防火クラブ、それから自主防災会が一堂に会して研修会を行っておりま

すが、コロナの影響で、実施ができていないという状況でございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 コロナの状況で、開催できないということですが、これから落ち着いたら、また順次開

催していくことで、よろしくお願いします。 

 昨年の１２月に、三沢第一中学校で、私も参加しましたが、男女共同参画地域未来ネッ

トの方々が、実際に避難所となる中学校の体育館を使用し、そこに通学している中学生を

対象とした避難所運営体験を開催して、私以外の保護者も結構、二、三十人来ていました

が、大変好評だったと。実際、もし避難所運営になると、その中学生たちが大変大きな戦

力になると思います。実際にそういうことを体験している、大変いい事業だと思うのです

が、今後、市の事業として、同様な、小中学生を対象とした運営体験会の開催予定とか、

あるのかどうか、お伺いしたいです。 

馬場委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えいたします。 

 例年、市の総合防災訓練等で、学校を使用いたしまして、避難所の運営訓練を行ってい

るところでありますが、これはどちらかというと地域の方々を中心とした避難所運営訓練

でございまして、今、舩見委員がおっしゃったように、小学生、それから中学生に対する

防災教育というのは、将来にわたってすごく有効的で、防災力向上には非常にいい効果を

もたらすということもございまして、小学校、中学校への防災教育というのは必要だとい

うふうに認識しております。関係機関等々と協議が必要だと思うところでありますけれど

も、今おっしゃったように、市の防災訓練をはじめ、そういう学校等の避難所運営にも、

小中学生が体験型として参加できるようなことがあれば、よりいいのかなと感じておりま

すので、今後、そういったことも含めて、避難所運営訓練ができればいいなというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 小中学生の防災教育という点で、大変効果的だと思いますので、教育委員会とも連携を

密にして取り組んでほしいと思いますし、例えば小学生のときに１回、中学生のときに１
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回体験すれば、その年齢のときで受け取る感じ方、気持ちが違うと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 ２１１ページのＩＣＴ活用支援業務委託料について、１,７９７万９,０００円の計上で

ございますが、業務委託の内容と、昨年度、令和３年度より７８５万９,０００円の増額

で計上されておりますが、その増額の理由をお聞かせください。 

馬場委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまのＩＣＴ活用支援業務委託について

の御質問にお答えいたします。 

 まず、概要ですけれども、概要は、市内小中学校１２校にＩＣＴ支援員を２名巡回さ

せ、教職員のＩＣＴ活用指導力及び児童・生徒の学習意欲を向上させるとともに、安定し

たＩＣＴ環境教育を確保するために委託するものでございます。 

 御質問の２点目、昨年度と比べて増額した理由ということですけれども、こちらのＩＣ

Ｔ活用業務につきましては、令和２年度に市内全小中学校でタブレット等を導入したこと

に伴いまして、先ほど言った教職員のＩＣＴ活用指導力の向上であったり、児童の学習意

欲を向上させる目的で、業務委託を発注しております。 

 今年度は、１名のＩＣＴ支援員を配置して、機器の準備や設定、あと、操作支援などを

行ってきたところでございます。このことによりまして、各学校では、いろいろな場面で

タブレットを活用するようになりまして、授業においてのタブレットの使用が定着しつつ

あるというふうに感じております。 

 令和４年度は、これをさらに充実させるために、国も推奨している４校に１人のＩＣＴ

支援員の配置を目指して、段階的に、現在の１名から２名への増員をしたことによる増額

となります。 

 以上でございます。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 国のＧＩＧＡスクール構想では、４校に１名のＩＣＴ支援員の配置ということで、三沢

では１２校ですので、割ると、３名必要ということで、今年度は昨年度より１名増えて２

名、まだ１名足りない状況ですよね。また、この支援員の方が、企業の業務委託ですの

で、個人ではなく会社に請け負って委託していると思うのですが、機器のトラブルとか、

小学生ですので、いろいろな問題が発生すると思いますが、支援員の方が全部、その２名

の方が全校の小中学校のそういうトラブルに対しても、また、先生方の教材とか指導と

か、その２名の方で全部賄える状況なのですか、お聞かせください。 

馬場委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今現在は、二つ、業務を分けておりまして、ＩＣＴ活用支援業務、これはＩＣＴ支援員

が主にやる作業ですけれども、こちらが、授業等に係る機器の準備であったり、設定で

あったり、操作支援ということがメインに動いております。そのほかに、ＩＣＴ支援員と

は別に、ＩＣＴ機器運用管理業務というものもありまして、こちらのほうは、ＩＣＴ支援
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員ではないのですけれども、別の要員が、機器とか、ネットワークの不具合におけるトラ

ブル対応であったりとか、ＩＣＴ教育環境の総合的な運用管理に係る支援のほうも行って

いるということで、２名で今のところ十分足りているのかなというふうには感じておりま

す。 

 以上です。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。 

 今、十分足りているということですけれども、今後、来年度以降に向けて、３人体制に

なれるように取り組んでいただきたいと思いますし、また、今後、子供たち、タブレット

操作に慣れてきますと、いろいろな問題が発生すると思いますので、教育委員会の皆さん

と先生方が中心となって、子供にタブレット使用に関するモラルとか、そういうところの

教育も取り組んでいっていただきたいと思います。 

 最後になりますが、戻りまして、１９９ページの中央公園整備事業についてですが、事

前説明のときにも説明を受けているので、１点だけ、確認でした。 

 これから３年間かけて整備すると思いますが、インクルーシブ遊具を設置されるかどう

かについてだけお聞かせください。 

馬場委員長：都市整備課長。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：ただいまのインクルーシブ遊具の設置についてお答えい

たします。 

 インクルーシブ遊具につきましては、一部、設置について検討しておりまして、設置す

る方向で計画しております。 

 以上です。 

馬場委員長：舩見委員。 

舩見委員：インクルーシブ遊具、障害の有無に関わらず、誰もが成長の機会をとめずに一

緒に遊べる遊具のことで、例えば車椅子でも砂場で遊べるように、砂場をかさ増しして、

枠を造ってやったりとか、車椅子で遊具に上がるのに、すれ違えるように幅があるバリア

フリーな通路があるとか、そういうことを前回の一般質問のときに西村議員が言われて、

私も気づいて、勉強させていただきました。そのような遊具を中央公園にも導入する予定

だということで、これから遊具のユニバーサルデザイン、そういうのを導入するというこ

とで、私は大変いいことだと思うので、どんどん取り組んでいってほしいと思います。 

 以上です。 

馬場委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：おはようございます。 

 では、概要書からお話しさせていただきたいと思います。 

 １１ページです。コミュニティ集会施設整備事業で、石綿含有建材事前調査業務委託料

ということで記載があります。また、次のページ、屯所のほうでも同じように、６５番の

ところですけれども、４１万８,０００円が委託料として載っています。 

 以前、石綿に関しては、てっきり終わっているのかなというように思いつつおったので

すが、また石綿が出てきている上に、これ、まだまだ石綿の業務というものに関してはあ
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るものなのかどうかにつきまして、お伺いしたいと思います。 

馬場委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 石綿の調査ですけれども、建物等に、今までは吹きつけの石綿とかの調査は行われてい

ました。ただし、通常の建物でも、整形板、壁材とか、壁に吹きつけてあるやつとか、通

常は壊れないものに入っている可能性がございまして、そちらのほうを全部、全て解体す

る場合は調査をし、解体のときにそれなりの処分をしながら解体していくということで、

先に調査をするものでございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。 

 ということは、一応、まだ実質のところは、場所によっては石綿含有建材がある可能性

があるということで、実際、今、これ、解体するに当たって、石綿の飛散が出るおそれが

あるから、事前に調査するという考え方でよろしいでしょうか。 

馬場委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：そのとおりでございます。 

馬場委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。ありがとうございます。 

 石綿、まだまだあるということなので、本当に状況によっては、建物によって、古く

なって、飛散される可能性もあるかもしれませんので、解体ということでなくても、やは

り事前に調査していくということは必要性があるのではないかというように思いますの

で、そちらのほうも御検討いただければというように思います。 

 続きまして、１２ページの６０番のところにありますが、危険ブロック塀等安全対策支

援事業費補助金としまして２０万円計上されております。この補助金の経緯を教えていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

馬場委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 この危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金ですけれども、こちらに関しまして

は、大地震等によってブロック塀がもし倒壊しますと、人命を脅かすばかりか、道路を塞

いで、被災者の避難や救助活動に妨げる障害物となることがございます。この他も、被災

時の安全な避難路等の確保が必要となりますことから、避難路沿道等にありますブロック

塀等で、昭和５６年以前に建設されたもの及び老朽化が進んでいるものの安全確保を推進

するため、避難路等に対する耐震診断の結果、不適合であったブロックに対し、改修、建

て替え及び除去の補助をするものでございます。 

 補助金といたしましては、２０万円を計上してございますが、こちらは１件１０万円が

公的負担の上限となっておりまして、それの２件分という形で補助金額を計上させていた

だいております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：田嶋委員。 
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田嶋委員：ありがとうございます。 

 今現在、ここに２件分、大きく２件分の予算がとられておりますけれども、現在、その

危険性があるということで、確認できている件数というのはあるものなのでしょうか。お

願いします。 

馬場委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 現在、確認できているというものは、大変申し訳ございませんが、ございません。ただ

し、この補助事業ということで、来年、４年度にＰＲをしまして、自分の家で倒壊しそう

なブロック塀等ございましたら御相談をいただき、この補助金を充てられるような形で、

どんどんどんどんＰＲしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。 

 今、大きく２件分の予算ということでありますけれども、現にブロック塀は、やっぱり

見ていくと、それなりにまだまだあるなという感じを受けております。また、危険性があ

るかどうかということに関しては、ちょっとさすがに分からない点もあるのですが、今の

お話でいくと、これからこの補助金に関してのお話をしていきながら、ブロック塀を修理

といいますか、交換するなりということになろうかと思いますけれども、件数的に、大

分、市民からのお声があった場合というのは、さらにこれに関して増額するなりというこ

とで検討するものなのかどうかにつきまして伺いたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

馬場委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 この補助金に関しましては、令和４年度が新規事業ということで計上させていただいて

おりました。今後、市民からの御相談等、いろいろと加味しまして、もし要望がございま

すれば、そちらの件数を増やしていきたいと、これ、県、国の補助金もございますので、

そちらとも調整しながら、増額をしていければと考えてございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 実際、ブロック塀をお持ちの方にしてみると、不安な状況でいらっしゃる方、結構い

らっしゃるようにも感じますので、大変支援になるなというように感じております。 

 ただ、１点、避難路ということで書かれてありますけれども、これは避難路ということ

で、避難路ではないような場所ということでは対象外になるものなのでしょうか。それ、

よろしくお願いします。 

馬場委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 基本的に避難路ということで、民・民の境界等に関しましては対象となりません。一般

的に避難路といいますと、防災の計画のほうでは、大体市道が避難路という形でなってお
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りますので、大体の部分が当たるかと思うのですが、こちらは防災のほうの関係課とも調

整しながら進めていきたいと思います。ただし、やっぱり民・民の境界に関しましては、

該当いたしませんということになります。 

 以上でございます。 

馬場委員長：いいですか。 

田嶋委員：大丈夫です。ありがとうございます。 

馬場委員長：次。 

 久保田委員。 

久保田委員：私のほうからは、１項目について質問させていただきます。 

 予算書の１７５ページ、概要書では２０ページになるのですけれども、産業振興費の中

のテレワーク等入門セミナー業務委託料が計上されていますけれども、まずはこちらの業

務委託料について、御説明お願いします。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：お答えいたします。 

 ただいまのテレワーク入門セミナー業務委託でございます。この事業は、コロナ禍を契

機とした、地元企業のＩＣＴ化の進展をサポートするものでございます。これは、かねて

より働き方改革の一環として取り上げられてきた内容でございますが、昨今のコロナ禍に

よって、さらにフォーカスされており、活用可能性のある分野であると捉えております。 

 本事業は、ＩＣＴの活用を検討している市内企業を対象とし、それがどのように業務に

生かせるものか、導入するにはどのようなハードルがあるのかといった、実践的な内容に

ついて、専門家を招き、お話をしていただくこととしております。 

 内容としては、１回から２回程度、セミナーを開催し、ＩＣＴを活用した新しい働き方

の導入を検討している市内企業へ向けた取組事例の共有を行うことで、地元企業全体での

機運の醸成を図るために実施するものでございます。 

 以上です。 

馬場委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。 

 その下にテレワーク等入門セミナー業務委託料というのもあるのですけれども、こちら

もやるようなことは同じような感じのイメージなのですかね。質問させていただきます。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：同じようなイメージで実施する予定でございます。 

馬場委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございます。 

 こちら、気になった理由として、今年の１月に、三沢市議会の広報広聴委員会のほうで

三沢市中小企業振興会議の皆さんと意見交換会をやる予定で、私も気になったので、中小

企業振興会議の議事録をすごく読んで、その中で、ＩＣＴ活用の提案とかがあったと思う

のですけれども、これはそういった中小企業振興会議の提案を酌み取ってやっていくよう

なものみたいなイメージでよろしいでしょうか。  

馬場委員長：産業観光課長。 
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長根経済部参事兼産業観光課長：そのとおりでございますが、今後、コロナ禍が収束した

場合においても、市内経済というのはすぐに回復するという見込みがないと感じておりま

す。２年以上に及ぶコロナ禍の生活によって形成された流れは、一部、不可逆的なもので

あると認識しており、すぐに取り戻せないものと考えております。さらに前へ進むことに

力を入れていく必要があるものと考えておりまして、ただいまのＩＣＴ化というのは、今

後、大事になっていくものだと思って、それを取り組んでいくものとしております。 

 以上です。 

馬場委員長：久保田委員。 

久保田委員：質問のほうはもうないです。最後に意見というか要望というか、私もこのＩ

ＣＴに関して、三沢市内の中小企業様に、デジタル化の支援というものを勧めていこうと

して考えたときに、なかなか地域内でデジタル技術を持った方というのが発掘できなく

て、そうなったときに、どうやって三沢市の中小企業様のＩＣＴ化を支援していこうかな

ということの中で、一つのアイデアとして、外部のできる人をリモートでつないで、その

人がリモートから三沢市内の中小企業様の社内の業務効率化とかを検討するみたいな、

今、例えばリモートデスクトップみたいな機能があるのですけれども、これは外部の人

が、内部のパソコンを自動的に起動できたりとか、マウスを動かしたりとかできるのみた

いなのがあるのですけれども、そういう機能とかを使っていけば、例えば東京とか沖縄に

いる人とかが、三沢市内の中小企業様のパソコンをリモート上で全て動かすことができた

りするという仕組みとかがリモートワークとかによって組まれることができれば、多分、

交通費とか、そういう部分を一切削減していって、遠隔にいながらでも、優秀な技術者と

かが三沢市内の中小企業様を支援できるのではないかなということを最近思い始めたの

で、ぜひそういったところも検討していただければ幸いでございます。 

 私からは以上です。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：私から３点、質問させていただきます。 

 １２３ページ、昨年もちょっと教えていただいた、趣味の家運営費についてなのですけ

れども、昨年は燃料費が予算についておりませんでしたが、今年は燃料費がついておりま

すが、それはなぜでしょうか。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：お答えいたします。 

 この燃料費でございますが、当初、査定した際には、７０円ほどの査定でございました

が、今の燃料の高騰によりまして、今、１００円に変わっております。それを補正する分

として、４万円、計上したところでございます。 

 以上です。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：分かりました。それを補塡するためのお金だということで、ということは、通

常であれば、指定管理料のほうに含まれる金額として考えているということでよろしいで

すか。 

馬場委員長：産業観光課長。 
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長根経済部参事兼産業観光課長：先ほど言い漏れましたが、これ、当初、令和３年度の際

の単価を採用しておりましたので、その足りなくなった分ということで、今回、計上した

ところでございます。 

 指定管理のお金のほう、管理費の中にも燃料費としては組み込まれてはおります。その

不足分が、今、発生したという、単価が上がったことによって不足したということでござ

います。 

 以上です。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：分かりました。 

 この燃料費についてになるのですけれども、この施設の、まずは効果とか役割につい

て、ちょっと教えてもらいたいと思います。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：趣味の家の設置目的でございますが、これは市民の体力

維持・増進及び創造的活動の普及を図るため、設置されているものでございます。 

 以上です。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：それでは、この施設に関しては、今後、どのような方向で考えていらっしゃい

ますか。このまま増進という形で進めていくということでしょうか。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：今後、どういうふうにもっていくのかということでござ

います。 

 施設の、今、利用者というのは、このコロナ禍によって、平成３０年度では２,６００

人、令和元年度が２,３２７人、令和２年度で１,９７０人ということで、利用者が実は

減っております。しかし、これは先ほども言ったように、市民のための施設でございます

ので、今後、施設利用が増えるように、こちらのほうで考えて取り組んでいかなければな

らないなとは思っております。 

 昨年度も、実は利用者の方からお願い等々がございまして、利用者の方、そして指定管

理を受けている事業主と我々と、２回、３回とお話をして、今後、どういうふうな運営と

いいますか、使い方ということで、お話し合いをして、休憩場所等をつくって、昼も休め

るように、利用しやすいような取組をしております。 

 今後も、利用者等の意見を聞きながら、どういうふうな運営がいいのかというのは、取

り組んでいきたいなと考えております。 

 以上です。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：分かりました。 

 やはり利用する目的というか、そこの設置している目的があると思いますので、それに

きちっと沿ったような進め方をしていただきたいと思います。 

 先ほどの燃料費についてのことで、今、やっぱり原油高で、今年度より大変になるとい

うことで、先ほどもプラスされて予算を組んだということでありましたが、今年は灯油補
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助という形で市民の方にはあったのですけれども、ここの施設も含めて、どんな業種に関

してでも、農家とか、漁業とか、運送業とか、そういうところにも全体的に原油高に関し

てはしわ寄せがくるものと考えておりますけれども、この原油高に対する市の財政的な支

援をどのように考えているか、お聞きしたいと思います。 

馬場委員長：財務部長。 

村井財務部長：燃料費高騰のあおりということで、いろいろな業種で、高騰に伴っての

困っている状況があるのではないかと。それに対して、市としてどういう対応を取ってい

くのかというような話だと思います。燃料費に関しては、先般の税金の市民税がかかって

いない方々を対象にした１万円の補助というふうな形でやってきております。 

 また、漁業者に関しても、燃料費の補塡ということで、今回の補正予算に計上しており

ます。そのほかの方々ということへの対応というふうになろうかと思いますけれども、そ

れぞれの担当課がございますので、担当課からの要望等、財務担当が聞きながら対応する

という形になってくると思いますので、今、全体に対して、高騰に対する対応を確認とり

ながら、それぞれの業種等の必要性に応じて対応していく。それに関しては、これから、

個々に問合せしていくような形になると思いますので、市としての考え方というふうなこ

とで、お答えになっていないかと思いますけれども、それぞれ個別に確認して進めていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：力強い、個別に対応していくというお声でしたので、多分、いろいろな企業の

方々も安心したかなと思います。 

 続いて、１８２ページになります。 

 道路維持費についてなのですけれども、令和３年第１回定例会の一般質問において、除

雪の対応についての質問をさせていただいたのですけれども、先ほど舩見議員からも、い

ろいろ通報システムとかのお話も出ておりました。ＧＰＳとかアプリの導入について研究

して、新しい取組を生かした体制を整えるとの答弁がございました。その中の体制を整え

る的な、予算書の中では見つけられなかったのですが、どこについているか、教えてくだ

さい。 

馬場委員長：土木課長。 

工藤土木課長：除雪費の新しいシステムの導入についてお答えいたします。 

 令和３年度は、皆様御存じのとおり、令和２年度を上回る降雪量となってございます。

そうした中、通常の除雪業務の対応をやっていく中で、新しいシステムの導入につきまし

ても並行して進めていっておりますけれども、残念ながらこれといったところにはまだ

至っていないというのが正直なところでございます。ですので、令和４年度の当初予算に

は、残念ながら計上しておりませんということでございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：先ほど広報広聴課長のほうからも、アプリの導入について、他課といろいろ検

討しながら進めていくというお話がありましたので、予算がかからなくてもできることと
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かも、たまたま広報広聴課でやっていることに乗ったりとかすることで、予算をかけなく

ても、土木のほうでもできることもあるかもしれませんけれども、できるだけ早く、結

局、また来年、予算がつくまでとか、再来年、予算がつくまで何もやらないとかいうよう

な方向ではなく、やはり早い段階で取り組むということであれば、そちらとの一緒に考え

ていくものとか、そういう形で進めて、一歩でも、何かの形で進めていくことを希望しま

す。再質問はありません。 

 次、２５０ページになります。 

 今年度の会計年度任用職員以外の職員とか、会計年度任用職員とかの数については、こ

このところでついております。会計年度任用職員以外の職員は４２３名で、前年度は４２

１名で、会計年度任用職員については、今年度は２６９名で、昨年度は２４０名というこ

とで、プラス２９、数はわずかでありますけれども、増えていると思います。その理由に

ついて、まず１点、お伺いしたいと思います。 

馬場委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの会計年度任用職員の増減理由について御説明申し

上げます。 

 前年度に比べ２９名増員なのですけれども、新型コロナウイルス関係の対応をするため

に、ワクチン接種業務ですとか、様々な支援業務を行うためにといったものが主な要因で

ございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：コロナであって、増えているということで、会計年度任用職員以外の職員も２

人も増えているし、２９人はコロナ禍ということで、理解しましたが、２７７ページにな

るのですけれども、この人件費、増えていることで、人数が増えたということで理解しま

したが、その結果、この人件費というのが３７億７,１４８万５,０００円ということで、

前年度比であれば、３６億８,９２１万４,０００円ということで、８,２２７万１,０００

円増加しているということになります。その理由も同じ回答になるかと思いますが、それ

について教えてください。 

馬場委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの人件費の総額が増えているというふうなことの理

由について御回答申し上げます。 

 会計年度任用職員も報酬という形になりますので、人件費のほうに組み込まれます。会

計年度任用職員で、これまで事業のほうに張りついていた方というのは、事業支弁のほう

で、事業費のほうに組み込まれてきますので、人件費のほうには入ってきませんので、そ

の方々が総務課のほうの予算に計上したため、人件費のほうが増えてきているというのが

主な要因となってございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：であれば、もう一つ、物件費というのがあるかと思います。この物件費につい

ても、４３億５,４８６万９,０００円で、前年度は３９億９,１１０万４,０００円という
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ことで、これも３億円ぐらいの増額になっていると思うのですけれども、この内容につい

て教えてください。 

馬場委員長：財政課長。 

栗原財政課長：物件費の増額なのですけれども、大きいところは、委託料とかが増えてき

ているものとなっております。一応物件費で多く増えてきているのは、主にコロナワクチ

ンの接種業務事業ということで、３年度は２年度からの繰越しを使っていたので、出てこ

なかったのですけれども、４年度の当初としては、コロナワクチンの接種事業を新たに３

回目の接種用に増やしているので、その部分で大きく増額にはなっています。 

 以上です。 

馬場委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：どちらもコロナワクチンの関連で増えているということではありますが、今

後、やっぱり適正な形で進めていただければと思います。 

 再質問はありません。 

 以上です。 

馬場委員長：続いてどうぞ。 

 小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：おはようございます。 

 ４点ほど質問させていただきたいと思います。 

 では、予算書のページ、順番にいきます。 

 １７３ページです。 

 建物リフォーム等事業費、この中で、昨年度まで店舗改修事業費６００万円というのが

盛り込まれていたはずなのですけれども、今年のにはちょっとついていないということ

で、この店舗改修に対しての事業はどうなったのか、ちょっと教えてください。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：お答えいたします。 

 建物リフォームの事業のところに店舗リフォームが入っていないという御質問だと思い

ます。 

 この店舗リフォームの事業の、前回の６００万円の店舗の改修の補助金を、起業化支援

事業費補助金のほうに持っていきまして、要するに起業する方と、一緒に起業しながら店

舗も改装する方もあったものですから、その店舗の分を起業化支援事業費補助金のほう

へ、５００万円にして、そちらのほうに科目を移行いたしまして、起業化のほうは３００

万円から８００万円になっております。こちらのほうへ、決してなくなったということで

はございません。 

 以上です。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：ありがとうございます。 

 予算はとっておいて、それを起業化のほうに振り分けたというお話でしたけれども、や

はりコロナの、アフターコロナ、ウィズコロナを見据えて、やはり店舗の形も内装も、今

のただ上からビニールを垂らすだけではなくて、やっぱり形を変えていかなければいけな
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いのではないかと、内装を変えたいという、そういうデザインも、今、出ているように聞

いております。そうすると、やっぱり店舗も、こういうリフォームかけたいなというとこ

ろが出てくると思いますので、起業する新しいところだけではなくて、ぜひ今、既存の店

舗にもこういう予算が使えるようにしていただきたいと思うのですけれども、そこのとこ

ろは大丈夫でしょうか。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：おっしゃったように、そこのところもフォローできるよ

うに移行しておりますので、大丈夫でございます。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：ありがとうございます。 

 では、１９５ページ、都市計画総務費の中に、都市計画基礎調査業務委託料１,１７７

万円あるのですけれども、この内容について教えてください。 

馬場委員長：都市整備課長。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：少々お待ちください。 

馬場委員長：長くかかるようだったら次へいくよ。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：失礼いたしました。 

 こちらの都市計画基礎調査は、都市計画法に基づいて、おおむね５年ごとに三沢市の都

市計画の基礎調査を行うものとなっております。 

 調査の内容ですが、人口の規模や産業分類別の就業人口など、また、市街地の面積、土

地利用、交通量、そのほか国土交通省の省令で定めている事項を調査するものとなってお

ります。 

 以上です。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：今の答弁ですと、国交省のほうで５年に一遍やれと言われてやってい

る事業というような答弁だったように思うのですけれども、やはりこれだけ、１,１７７

万円もかけるとなると、今、三沢の将来計画も見直しの年ということですので、市とし

て、ちょっとこの調査の結果を使って、都市計画に反映しようというような、具体的なそ

ういう計画、もしくは方針、そういうものがあったら教えていただきたいと思います。 

馬場委員長：都市整備課長。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：おおむね５年ごとに基礎調査をやります。この基礎調査

は、青森県と三沢市が共同で実施するものでして、この調査の結果に基づきまして、都市

計画の、例えば用途地域の見直しなど、都市計画の基本的な部分の変更等に関わる内容と

なっておりますので、当然、都市の人口、例えば人口の分布が変わっていたり、また、土

地の利用状況等が前よりも変わっていたとすれば、それに基づいて、変更等、当然、検討

することとなっております。 

 以上です。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：ちょっと具体的なものがあるかなと思って聞いていたのですけれど

も、先週の一般質問で、舩見議員も、これから公共事業、これの見直しも大きくやるのだ
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と、市長からも意見がありましたので、ぜひこういう調査結果をもとに、具体的な将来像

を出していただきたいと思います。これは今、ここではここまでにしておきます。 

 次、２３１ページ、ウェナッチバレーカレッジの英語研修派遣事業８００万円あまりが

計上されておりますが、これ、過去２年間の実績を教えてください。 

馬場委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：御質問にお答えいたします。 

 過去２年間、今、コロナ禍で全然行けていない２年間なのですけれども、それ以前のも

のということでよろしいですか。 

小比類巻孝幸委員：いや、過去２年間でいいです。 

根岸国際交流課長：今現在、行けていない状況です。 

 以上です。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：なぜ過去２年間と言ったかというと、要はこれ、生徒さんたち、中学

生、高校生の生徒さんたち対象で、もし３年目、今年も行けないとなると、要は先輩方、

学校の中で、誰も行ったことがない。再来年、もしできたとしても、新規事業になってし

まうのですよね。ですので、やはりこういう事業にこれだけの予算をかけて、要は３年前

まではあれだけ、１０人以上の子供たちを、そういう海外体験した、そこに対して、要は

私、希望として、過去２年、行けていないのだけれども、こういう代替事業をやりました

よというような答弁をいただけるのかなと思ったのですが、行けていない、それだけだっ

たので、聞きますが、今年、もし行けなかった場合、どういう代替事業をこの予算で考え

ているのか、ちょっと教えてください。 

馬場委員長：国際交流課長。 

根岸国際交流課長：お答えいたします。 

 万が一、今年度も行けないということになりましたら、ウェナッチバレーカレッジのほ

うにも、実際、講師、いっぱいいらっしゃるので、オンラインとかでできないかというこ

とをただいまちょっと検討しております。向こうがやれる、やれないということもあるの

ですけれども、そういったことを検討しております。 

 以上です。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：そういう事業、新しい、結局、今までやってきたことと違う事業にな

りますので、結構準備にも時間がかかると思います。本当は、去年あたり、行けなかっ

た、２年連続行けなかったところで検討していただいて、今年、そういうのを実施するよ

というような段取りにしていただければよかったのかなと思ったのですけれども、ぜひ今

年中に、今の４月からの生徒さんたちがいるうちに、そういう事業をスタートして、代替

事業をスタートさせていただきたいなと思います。やはりコロナ、すぐ収束するもの、そ

んな１年ぐらいで海外に子供たちが出ていけるような状況にはならないと思いますので、

ぜひそちらのほうも、同じくらいの費用で、費用対効果のあるものをぜひお願いいたした

いと思います。 

 それでは、４番目なのですが、ちょっと答えにくい、担当課がどこということではない
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のですが、三沢市の掲げる子育て支援、福祉に大きく関わるところだと思うので、ちょっ

と教えていただきたいのですが、概要の５ページ、社会保障施策に要する経費の、すごく

分かりやすく表にまとめていただいて、ですので、すごくこちらとしては、どうしてなの

だと疑問がわいたところなのですが、社会福祉費、障害者関係、障害者、老人、生活困窮

者、こちらのほうが増減率として非常に増えている、１０％以上増えているところが多

い。困窮者は、コロナですからあれですけれども、対して、児童に対しての措置、手当、

福祉、これが軒並み下がっている。この増減の差がはっきりしているのですけれども、障

害者と児童に対して。この要因というのは何なのか、分かる範囲で教えていただきたいで

す。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：ただいまの児童福祉総務費と児童措置費の減の理由を、お答えいた

します。 

 まず、児童福祉総務費なのですけれども、こちらは令和２年度に国のほうで特別定額給

付金という事業を実施いたしました。三沢市でも、これの事業で対象にならなかった令和

２年４月２８日以降に生まれた子供の方々に１０万円を給付するということで、令和３年

４月１日生まれまでを対象としたことから、こちらを対象人数、３０人ということで、３

００万円を計上していたものです。これが丸々減になったというものが一つと、それか

ら、児童措置費の減の主な理由なのですけれども、こちらは保育所や認定こども園等に運

営費として支払う施設型給付費の減になります。主な理由といたしましては、利用児童数

の減によるものが大きいところになります。 

 児童福祉の部分については以上でございます。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：児童のほうは、やはり国の手当がなくなった、一時的な手当がなく

なったという話もありましたけれども、児童の対象人数が減ったというふうに、要は児童

の数が減っているという認識でよろしいでしょうか。まずここの確認。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：具体的な人数で申し上げますと、令和２年１１月現在で、保育所、

認定こども園等を利用している児童が１,３４５人おりました。令和３年１１月現在です

と、１,２９５人ということで、約５０人の減というふうになっております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：三沢はそういう就学前児童の待機児童がゼロということをうたってい

ますけれども、ゼロどころではなくて、もう受入先が余っていると。今度はその受入先の

ほうを守ってあげないと、保育園、幼稚園が潰れてしまうというような、そういう状況に

なっていくのかなと、すごく今の話であれですけれども、やはりその人数によって下がっ

ているというところの数字を見ながら、やはりこういうところを見ながらも、やっぱり子

供たちを増やしていく、そういう低年齢の人口を増やしていく措置を、施策をしていかな

ければいけないのだろうなと思っております。ありがとうございます。 

 障害者のほうで、増えた原因というところを説明できませんでしょうか。お願いいたし
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ます。 

馬場委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：ただいまの御質問の、障害者福祉に関する社会保障施策に関する経費の

増の理由についてお答えいたします。 

 まず、障害者福祉費につきましては、主な事業費といたしましては、障害者の医療に対

する助成費、そして二つ目といたしましては、特別障害者等手当に関する障害者福祉費と

なってございます。 

 令和４年度の主な増額の理由といたしましては、１８歳以上の障害者を対象にした更生

医療給付費の給付対象件数の増が主な要因となっておりまして、令和３年度当初予算５,

４７４万５,０００円に対して、令和４年度は６,７４０万５,０００円、障害者福祉費の

内訳でございますけれども、その更生医療給付費の増が主な理由となっております。 

 また、障害者自立支援事業費につきましては、この事業は障害者及び障害児に対して、

法令に基づく各種の障害者福祉サービス、障害児通所サービス等を給付するものでござい

ます。 

 令和４年度は、前年度と比較いたしまして、障害児通所費及び障害者福祉サービス給付

費の支給件数の増が増額の主な理由となっております。 

 また、令和３年４月１日から、障害者サービスに関する報酬改定がございまして、各種

サービスの報酬加算が上乗せされております。 

 この結果、令和４年度においても、総額でサービス費が増加しているということが理由

でございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：小比類巻委員。 

小比類巻孝幸委員：ありがとうございます。 

 今の御説明でも、障害者に対する支援の幅が、内容が充実してきているためというよう

なことで受け取りました。 

 やはり国のほうでも、障害者の認定の枠、その内容、これをどんどんどんどん増やして

おります。ですので、子供たちも、障害を持った子供たちが増えているというのは、そう

いう症例を障害として認めるということで、増えている。ただ認めればいいことではなく

て、それが始まったときには、まだ小さい子供でしたけれども、今、もう高校を卒業し

て、一般就労しなければいけない、そういう人たちがどんどんこれから増えていくという

ことを意味しています。 

 ですので、障害を持った子供たちがどんどん生まれてきているのではなくて、今まで生

まれてきた、今までそういうふうに認められてこなかった、すごく暮らしづらかった人た

ち、そういう特性を持った人たちが、こういうふうに支援が受けられる体制になったとい

う、いいことだと思うのですけれども、その分、これだけ予算が、１０％ぐらいの割で増

えていくのだと、そういう対象者が増えていくのだということがすごく分かる数字になっ

ているのだと思います。 

 質問はありませんけれども、今年、新しく入れていただいた医療的ケア児、これも人数

は少ないです。三沢は６名という話でしたけれども、本当に動けない、生まれてきて、生
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きている、本当にかわいい子供なのですけれども、本当に動けない、そういう子供たちに

は、やはりこういう自立支援というのは無理ですので、また別枠が必要だと、私、思って

おりました。本当にそこに対して三つの施策で、補助で、１,４００万円近くの、そうい

う少人数に対しても手厚くやっていただく、本当にそこはありがたいなと思いますけれど

も、こういうふうに、こういう増加傾向にある予算なのだと、そういう施策なのだという

ことを理解しながら、ここを見ていきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

馬場委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：私から、１点だけなのですけれども、予算書９１ページの、交通拠点整備費

の中の三沢空港振興会負担金についてであります。 

 まず、三沢空港負担金、これは前年度と同じ１,４６４万５,０００円計上されていま

す。 

 そこでなのですけれども、まずは三沢空港の利用状況について、コロナ前と比べて、現

状、どうなっているのか、お知らせ願いたいと思います。 

馬場委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの空港の利用状況についてお答えいたします。 

 令和２年度と３年度の比較でお話ししたいと思います。令和３年度に関しては、１月ま

での集計でお話しさせていただきたいと思います。 

 まずは、令和２年度につきましては、年間、搭乗客の数は８万３０６名が搭乗されてお

ります。令和３年度は、１月までですので、残り２か月はまだ集計されておりませんけれ

ども、１０か月分ということで、１月末現在で１２万２,６００名となっております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございます。 

 令和元年のはありますか。 

馬場委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：令和元年度の搭乗者の数についてお答えいたします。 

 令和元年度は、１年間で２９万７,３７２名です。 

 以上でございます。 

馬場委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 コロナ禍が影響して、これだけ減ってきているということであります。令和３年度は、

若干ですけれども、増えてきているような状況ですが、全然前には及ばないという状況で

あります。 

 このように、コロナ禍の影響で、いろいろとインバウンドがないだとか、あとは国内の

観光需要だとかがかなり減少している状況であると思います。 

 そんな中、今度、今月末から１年間ということで、三沢空港の、それこそ羽田－三沢線

の１便、トライアル運航が開始されると思いますが、それに向けて、三沢空港振興会、三

沢市長が会長でありますけれども、その振興会の取組、何とかその１枠確保のために取り
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組んでいかなければならないと思いますが、現在考えている新たな取組等、お知らせ願い

たいと思います。 

馬場委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：三沢空港振興会の令和４年度の事業計画についてお答え

いたします。 

 原則的には、トライアル運行が１年間延びていますので、予算上は令和３年度と４年度

は全く一緒でございます。 

 内容につきましては、まず、大きく分けて６項目ございます。 

 １項目が、利用促進事業、こちらは旅行商品の造成支援、また、キャンペーンツアーの

企画支援、また、チャーター便の実施事業、あとは、札幌ですけれども、パック便利用促

進事業、あとは、肝腎な三沢－羽田線の増便対策事業ということで、利用促進事業をまず

一つ考えております。 

 二つ目として、ＰＲ事業、こちらは空港利用拡大キャンペーン事業、あとは、広報ＰＲ

強化事業、この二つを考えております。 

 三つ目としましては、調査要請事業、こちらは三沢空港のプロモーション活動事業と、

あとは情報収集活動事業の２項目を考えております。 

 四つ目としましては、２次交通の確立支援事業です。八戸方面の特急連絡バス、あとは

２次交通利用促進ＰＲ事業も考えております。 

 五つ目は、施設管理事業ということで、三沢空港の第２駐車場の維持管理。 

 最後に事務費というふうに、大きく６項目考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 ６項目、利用促進事業ですとか、ＰＲ事業ですとか、いろいろと考えているということ

でございました。 

 先ほど申し上げたように、何とか、やはり空港利用促進を図るためには、多頻度化、便

数を多くしていくというのがどうしても必要だと思うので、これについてはぜひとも勝ち

取っていただきたい、そう思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：まず１点、予算書でいくと１５１ページ、ここで、新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業に関して予算がついております。 

 今現在、３回目の接種、それと、１１歳以下の接種、この率、直近のやつをお知らせ願

います。 

馬場委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 ３回目の、まず接種率でございます。３月１４日現在でお話しいたします。 

 ６５歳以上の３回目の接種は、現在のところ７６％ぐらいの接種率でございます。 

 全体といたしましては、３９.８％となっております。 

 １１歳以下、小児の接種についてでございますが、今、始まったばかりでございまし
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て、１回目の接種が終わった方が、今週の土日で１５２名の方が１回目の接種を終えられ

ております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：一般の方のほうはそれなりに進んでいるのかなと。それでもまだ全体的にいく

と３９％ぐらいなので、まだ半分にも満たないということなのですけれども、これは徐々

にこれからも進んでいくものと思われますけれども、１１歳以下のほうは１５２名という

のは、意外と少ないのかなという気がしていました。結構今、市内でも、上十三保健所を

見ても、非常に減ってはいない。県内でも非常に高い確率で出ているのかなという気がし

ます。うちらも議員として、小学校で出ましたよ、ここでまた小学校で出ましたよとか、

そういう通知はもらっているのですけれども、今、家庭内感染が非常にはやっていますの

で、ここの子供たちの部分の接種の普及を図るために、担当のほうで何か父兄のほうとか

学校のほうとか、連携をとってやっていることはありますか。 

馬場委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 接種率を上げるために普及をしているかというふうな御質問かと思いますが、ホーム

ページ等で御案内するにとどまっておりますが、接種は努力義務でございますので、こち

らのほうから積極的にということではなくて、安全性だったりとか、接種の効果というも

のを、ホームページであったりとか、そういったものでお伝えするにとどまっておりま

す。 

 以上でございます。 

馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：これも本当に強制ではありませんので、特に保護者の判断ということになりま

すけれども、やはり今、問題になっている部分というのは、そこのところが非常にウエー

トが高いと思うのですよ。ですから、確かにホームページ云々でお知らせする方法しかな

いようなイメージがあるのですけれども、これ、ぜひともこういうメリットがあるという

部分を、やっぱり学校、教育委員会を通したり、いろいろな機関を通して、市が先頭に

立ってＰＲしていくべきものだと思いますので、ぜひともそこのところはこれから期待し

ていきたいと思いますし、注視していきたいと思います。 

 それと、次に、概要書の１７ページ、小学校の空調設備の部分です。 

 この間も事前説明のときに若干聞きましたけれども、もう一度ちょっと設備のことで確

認したいのですけれども、この空調設備というものは、移設が可能でしょうか。もし何か

があって、この教室に使わなくなって、移動させるということは可能な設備でしょうか。 

馬場委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 移設は可能かということでございますけれども、空調機、屋内機と屋外機であれば移設

は可能になります。ただ、それを結ぶ配管工事であったりというのは、当然、必要になっ

てくるというところでございます。 

 以上です。 
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馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：メインのものは移設できるという判断でよろしいですね。 

 なぜ私、これ、聞いたかというのは、先日、聞いたときには、今年の夏に間に合うのか

なという質問をしたところ、非常に間に合うか間に合わないかは保証できないと。どっち

かというと間に合わないようなニュアンスのほうが強かったので、あえて聞くのですけれ

ども、この間、諮問委員会のほうで、三沢市の学区とかいろいろ検討して、諮問を上げた

はずでございます。これはこれから３５人学級とか踏まえて、学区の見直し含めて、多

分、子供の通学は変わってくると思うのです。それと、これも予算書にも出ていましたけ

れども、三川目小学校の問題も、検討委員会の予算もついていました。 

 これを踏まえていくと、せっかくつけたのに、使わなくなったり、近い将来、ここの学

校が増えて、学区が増え、子供が増えて、こっちが減っていくと、そういったときに、や

はりコストの面、そういうものを考えますと、非常に無駄が出るのではないのかなと思う

のですけれども、そういう諮問検討委員会答申などを踏まえて、教育委員会のほうは、こ

のエアコンの設置についてはどのようにお考えでしょうか。 

馬場委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 諮問委員会のほうでそういった話があるかということですけれども、まず、三川目小学

校の規模適正化委員会のほうに関しましては、次年度に立ち上げる予定です。先ほどおっ

しゃった統合の関係であったりというところを考慮に入れているのかというところも協議

されているのかというお話ですけれども、現段階では全くの白紙でございます。ですの

で、今の段階では、統合が決まっているとか、統合の方向に向いているよというところは

全然考えてございません。 

 以上です。 

馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：今、考えていないと明言されましたけれども、考えていないということではな

くて、やはりいろいろな方向性があると思うのですよ。ですから、そういう方向性をきち

んと踏まえて、短期間でできる問題ではないですよね、これ。仮に統合があったとして、

また、学区が見直ししたとしても、これ、１年、２年でできることではないですよね。や

はりきちんと計画を立てて、どの方向にいったとしても、子供たちにいい環境で勉強でき

る場を与えるのは大人の義務ですから、いろいろな多方面のことを考えて、なるべく早め

に結論を出して、いい環境づくりに励んでいただきたいと思います。これは要望で終わり

ます。 

 それから、最後に、これも説明会のときに聞きましたけれども、補足で確認します。概

要書の１５ページ、９６番、春日台せせらぎ公園整備事業でございます。この実施設計料

のことで、この間、質問いたしましたけれども、ちなみに、工事事業費、大体概算でどの

ぐらいでしょうか。 

馬場委員長：都市整備課長。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 以前にもお答えしていたのですが、事業費については、今年度と次年度、令和４年度で
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詳細設計を組まなければちょっと分からないのですが、一応おおむね２億円少々を現在の

ところは見積もっております。 

 以上です。 

馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：先日も質問で、数億円になるのではないかなという質問をしながら、約ですけ

れども、２億円ぐらいかかるということです。 

 これ、ちなみに基本設計は終わっていますので、イメージ図とか設計図というのはもう

出ているのでしょうか。 

馬場委員長：都市整備課長。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 本年度、基本計画を実施しておりますので、基本的な平面図、構造図等は作成しており

ます。 

 以上です。 

馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：これ、整備すること自体に反対はしませんけれども、この間も説明会に、やっ

ぱり市民全体が使いやすい、喜ばれる公園を造ってほしいということで意見をしましたけ

れども、ぜひとも出せるのであればイメージ図、基本設計というか、平面図ですか、そう

いうのでも、仕様が分かるものがあれば、ぜひとも議会のほうに出してほしいのですが、

大丈夫でしょうか。 

馬場委員長：都市整備課長。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：次年度、詳細設計を実施いたしますので、詳細設計につ

きましては、地元の町内会等とも調整いたしまして、詳細を詰めていく予定としておりま

したので、それも踏まえて、示せる場になれば、その辺、提供したいと思います。 

 以上です。 

馬場委員長：加澤委員。 

加澤委員：私自身は、それを見て反対するとかではなくて、よりいいものを造ってほしい

ので、逆にここを直したほうがいいのではないか、こういうふうに変えたほうがいいので

はないかと、そういう意見も出せる、議会で話し合える部分も出てくるのではないかなと

思いますので、ぜひとも、新規で造る公園ではありませんので、改修工事をしながら、２

億円のお金をかけるということは、やはり費用対効果とあまり言いたくないのですけれど

も、そういう部分もあるので、ぜひとも議会のほうにもそういう資料を提出していただき

たいと思います、できるだけ早く。 

 以上です。 

馬場委員長：ここで、午後１時まで暫時休憩いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

午前１１時４５分 休憩 

──────────────── 

午後 ０時５８分 再開 

馬場委員長：休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 
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 奥本委員。 

奥本委員：それでは、御指名をいただきましたので、張り切って質問させていただきたい

と思います。 

 それでは、まず順に、今回、令和４年度、今、本当にロシアとウクライナの問題とか、

コロナとか、先行きが本当に不透明な状態で、この令和４年度、どういうふうになるのか

と、本当に皆さんも、私も本当にこの予算どおりいくのかなというようなことも不安視し

ながら、中身について質問させていただきたいと思います。 

 まず、概要書のほう、６ページの７、地域生活支援事業費で、医療的ケア児とその家族

が地域で安心して生活できるよう総合的な支援を行う、このことについて質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 これは国が、今回、医療ケア児支援法というのが可決されまして、これが昨年９月に施

行されたと思うのですけれども、それに基づいてのこの事業ということになるのでしょう

か。 

馬場委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：ただいまの奥本委員の医療的ケア児関連に関する事業についての御質問

にお答えいたします。 

 今般の事業が、昨年９月に施行された医療的ケア児支援法に基づく取組なのかという御

質問でございましたけれども、来年度から当市で実施いたします医療的ケア児に関する新

規の事業につきましては、医療技術の進歩等を背景に、新生児集中治療室等での入院治療

後に在宅での日常生活を営むために、人工呼吸器管理やたんの吸引、経管栄養など、恒常

的に医療行為を受けることが不可欠な医療的ケア児が、近年、増加傾向にございます。 

 このような中で、平成２８年には児童福祉法が改正され、各地方公共団体においては、

医療的ケア児が必要な支援を受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の連

携の推進をより一層図るよう努めることとされました。 

 そしてさらに、このたび施行された医療的ケア児支援法においては、医療的ケア児とそ

の家族に対する支援のための施策を自主的かつ主体的に実施することが地方公共団体の責

務と規定されたところでございます。 

 当市では、令和２年度から、三沢市障害者支援協議会子供部会において、教育や保育の

関係者を対象にした講演会の開催や、医療的ケア児の家族にアンケート調査などを実施す

るとともに、今年度は、市内の相談支援や訪問看護の各事業所、保健福祉及び教育分野に

おける庁内各関係課に加え、市立三沢病院の小児科医、また、青森県が設置、運営してい

る医療的ケア児多職種コンサルテーションチームのメンバーである八戸市立市民病院の小

児看護専門看護師の方の御協力をいただき、ワーキング会議を開催し、医療的ケア児とそ

の家族に対する支援のあり方について検討してきたところでございます。 

 当市では、現在、市内に在住する医療的ケア児は６人いらっしゃると把握してございま

すが、市といたしましては、ただいま御説明申し上げたような経緯を踏まえ、今後、医療

的ケア児とその家族を地域全体、社会全体で支え、医療的ケア児とその家族が地域の中で

安心して生活できるよう、関係機関との連携を図り、総合的に支援するための体制を整備

していくこととし、これらの新たな事業を実施することとしたものでございます。 
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 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 国の昨年のこの法律が施行されて、すぐに立ち上げてくださったということに大変感謝

申し上げます。 

 本当に医療的ケア児のお母様、御家族というのは、本当に大変な思いをされて、２４時

間、ずっと子供さんの世話をしなければならない、また、学校とか保育園では、受入れ拒

否と言ったら変ですけれども、受け入れてもらえないなど、そういう悩みを抱えていて、

大変社会問題化もしておりました。 

 そういう中で、いち早くこの事業を立ち上げてくださったということには、本当に私は

すばらしいなというふうに思っています。 

 県内でも、ほかの市町村ではあまりこれ、すぐに、今のこの予算に出ているのかどうか

分からないのですけれども、今現在、この事業をやっている、立ち上げようとしていると

いうところはどのぐらいあるものなのでしょうか。 

馬場委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：県内の取組の実施状況についてお答えいたします。 

 まず、医療的ケア児のコーディネーター配置業務に関する事業についてでございますけ

れども、当市が調べたところによりますと、このコーディネーターを市町村で配置をし

て、実際に事業を実施しているところはないというふうに承知してございます。ただし、

市の保健師がコーディネーターとして様々な調整に関する業務、あるいは医療的ケア児と

その御家族に対する様々な支援の取組を行っているところはあるというふうに承知してご

ざいます。 

 また、訪問看護師の派遣につきましては、平内町において、保育所に医療的ケア児の方

がいらっしゃるところに、訪問看護ステーションと契約を締結し、派遣しているというふ

うなことは行われているものと承知してございます。 

 その他の学校を含めた訪問看護師の活用による支援の取組については、県内ではほとん

ど事例がないものというふうに承知してございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そうしましたら、先ほどこの事業を立ち上げるに当たって、今後、今、６名の方がい

らっしゃると伺ったのですけれども、この６名の方たちにはどのような対応をする予定で

しょうか。 

馬場委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：市内在住の６名の医療的ケア児の方々への今後の支援の取組についてお

答え申し上げます。 

 先ほども御答弁申し上げましたとおり、現在、市内に６名の医療的ケアを必要とされる

お子様方がいらっしゃるというふうに承知してございますが、うち２名は、既に学校に就

学されているお子様でいらっしゃいます。また、その他４名につきましては、まだ学校に
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入られていない未就学児であるというふうに把握してございます。 

 ２名の就学児のうち、１名につきましては、既に特別支援学校、あるいは市内の学校に

就学されていらっしゃいますけれども、そのうち１名、市内の小学校に就学されている医

療的ケアが必要な児童に関しましては、来年度から実施いたします、この学校等訪問看護

業務によりまして、学校において訪問看護師による医療的ケアを実施し、保護者の方の御

負担を軽減するよう取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、１名の特別支援学校に就学されているお子様につきましては、既に学校のほうで

医療的ケア、もしくは放課後におけるデイサービス等において、医療的ケアを受けながら

サービスを利用されていらっしゃいます。また、必要に応じて、市といたしましては、

コーディネーターを活用しながら、さらなるニーズがないか、直接聞取りをしながら支援

してまいりたいと考えております。 

 また、未就学児の医療的ケア児につきましては、それぞれその障害の程度、必要な医療

的ケアなど、個々に異なるものがございますが、先ほどの答弁でも申し上げましたとお

り、昨年度、障害者支援協議会子供部会で実施しておりますアンケート調査で、今後どの

ようなサービスを利用されたいのかというようなことを調査してございます。また、現

在、直接相談支援事業所の、来年度からコーディネーターを引き受けてくださいます市内

の相談支援専門医、あるいは市の保健師なども、既に家庭訪問などを行いまして、来年度

からどのような医療的ケア、主に在宅となりますけれども、どのようなサービスが必要と

されるのか、あるいは、今後、療育の部分でも支援をしていかなければならないものとい

うふうに考えておりますので、現在、八戸市内にある居宅型発達療育のサービスを提供さ

れている事業所と連携をとって、必要なサービス、自宅における発達療育のサービスも提

供できるように、現在、関係機関と調整を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 大変前向きな、大変期待できる事業内容だったと思います。ぜひ、今、学校のほうは、

通っている方もいらっしゃるということなのですけれども、未就学児に関しては、保育所

等の、そういった部分で、これから様々対応していかなければならないのかなというふう

には感じました。ぜひとも、今おっしゃったような内容を聞いて、まず安心しましたけれ

ども、さらに利用者の方の声をしっかりと聞いて対応していただきたいと思います。 

 また、今、看護師が本当に不足していまして、実際にこの事業を立ち上げて、看護師さ

んが確保できるのかなという部分もありますので、ぜひそのことも含めて、しっかりと対

応していただければというふうに思います。 

 ありがとうございました。 

 次に移ります。 

 次に、１０ページの概要の、地域公共交通対策ユニバーサルデザインタクシー導入事業

費補助金とあるのですけれども、これはどういう事業内容なのか、御説明をお願いしま

す。 

馬場委員長：政策調整課長。 
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坂岡政策部参事兼政策調整課長：ユニバーサルデザインタクシー導入事業について御説明

いたします。 

 足腰の弱い高齢者、車椅子使用者、妊娠中の女性、ベビーカー利用の親子連れなどを含

め、誰もが利用しやすい、みんなに優しいタクシー車両の普及に資するものでございま

す。 

 タクシーのほうの更新時期が来た際に、このユニバーサルデザインのタクシーに切り替

えていただいた場合に、１台につき３０万円、計３台分を今回計上させていただきまし

た。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 大変高齢化社会に向けて、また、こういった買物等、病院に行くとか、本当にタクシー

を使っている高齢者の方、いらっしゃいます。これで大分、この普及することによって、

またユニバーサルデザインということで、高齢者に限らず、車椅子の方々に利用できるも

のと思います。 

 やはり、関連なのですけれども、以前、デマンドタクシーとか、足の確保という部分

で、事業者を活用しての、テレビのコマーシャルで見たことが皆さんもおありかと思うの

ですが、タクシー会社が独自にデマンドタクシーというのを、乗り合いタクシーですね、

を運営するというようなコマーシャルがあったのですけれども、そういった点でも、三沢

市としては、乗り合いタクシー、デマンドタクシー、これについては、今どのような状況

になっているのでしょうか、お考えなのでしょうか。 

馬場委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：デマンドタクシーについてお答えいたします。 

 デマンドタクシーは、先ほど奥本議員もおっしゃられたように、乗り合いのタクシーに

なります。交通事業者のほうが、皆さんから御要望があったところを、乗り合いしなが

ら、時間を設定しながら回って歩いて、複数人乗せるというタクシーになりますが、やは

り事業者の事業化というのが一番の目標になります。市のほうといたしましては、事業者

のほうを集めまして、一応この辺、事業としてどうなのかというのは、今、議論している

最中です。なかなかやっぱりマンパワーの部分、人の手配の部分で非常に事業者のほうが

御苦労なされているなというのは、意見が今来ているところです。それを解消するため

に、ＡＩの技術を使ってというのもあるのですが、なかなかそのＡＩ技術も、またコスト

面でなかなか厳しいところもありまして、今後は、当然、我々もデマンドというのは目指

していかなければならない事業だと思っております。前向きな検討をしていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 前から何度も……、何度もと言ったらオーバーですけれども、３回ほど、一般質問等で

デマンド乗り合いタクシーについて、特に北浜地域の方々が、高齢者一人暮らしとか、な
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かなかバスの時間帯等、病院、買物、不便している方々に会います。往復、片道５,００

０円かかると。だから病院には行けないのだというような高齢者の方と出会ったことがあ

るのですが、そういった部分での足の確保というのは、あと、買物したときに、やはり買

物したものを持ってバス停まで歩くとか、そういったことになると、大変不便だと思うの

です。体にもやはり負担が大きくなりますし。そういった部分でも、ぜひとも乗り合いタ

クシー、もう何年もたっているのですが、全く進んでいるような気がしないので、ぜひと

もタクシー会社の困っている部分を解決するという部分で、市が援助していくという方法

もあると思います。今、人材確保という部分では、本当に大変運転士さんも少なくなって

きていると、足りないというような事情もありますけれども、その辺も含めて、多角的な

施策で、この問題解決していただくようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 次に移ります。 

 １２ページです。 

 ５８、電話自動応答装置用回線使用料、これ、新規で、これも私も以前に一般質問した

ことがあるのですけれども、なかなか行政用の無線が何を言っているか聞き取れないとい

う声がたくさんありまして、これは東北町等、電話で防災の無線の内容を聞き取れるとい

うようなことも例に挙げまして、取り組むべきではないかというふうに言ってきたのです

が、ようやく実現できて、よかったなと思っているところですけれども、これについては

どういう、なぜここまでかかったのかなというのがちょっと不思議なのですが、その辺の

理由も含めて、事業内容をお願いします。 

馬場委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えをいたします。 

 電話自動応答装置につきましては、今、防災行政無線をアナログからデジタルに工事を

している最中でございまして、そのデジタルにしたことに伴いまして、その操作卓にこの

装置が組み込まれているものでございまして、あとは電話会社との契約によって運用でき

るというものでございます。デジタルの工事は今年の９月までを工期としておりますけれ

ども、そのデジタルの親卓がもう既に設置されたことに伴いまして、早速４月から契約し

て運用したいというふうに考えているものでございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 今、本当に地震も、津波等もそうですけれども、今、いつ起こってもおかしくない状況

というふうに言われていまして、特に最近、地球の異常気象で災害が増えている、今まで

にない災害がいつ来るか分からないような状況になっていましたので、ぜひともこれ、有

効に活用して、市民の皆さんにも知らせていただければというふうに思います。 

 次に、下の５９の項目の、私も、田嶋議員も質問されていましたけれども、私、ちょっ

と別な角度で、危険ブロック塀の対策、これについてちょっとお聞きしたいのですけれど

も、これ、県の事業としてあって、それで、ある市民の方が、ブロック塀の、危険なブ

ロック塀に対して、補助金が県から出ているというようなことを聞きまして、これ、以前
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に市のほうに伺いましたところ、前向きにこの事業を調査しながらやっていくというお話

だったのですけれども、これ、避難道路のところにある住宅のブロック塀ということで、

この判断は県がするのですか。対象になる、ならないというブロック塀の基準、これ、県

にお伺いを立てるのですか。 

馬場委員長：建築住宅課長。 

中村建築住宅課長：ただいまの質問についてお答えいたします。 

 こちらに関しましては、まず一旦、国、県、市からの補助金となります。事業費とし

て、補助金としましては、先ほど午前中に御説明したとおり、１０万円が公的負担という

ことで、上限となってございまして、事業費がもし全体で１５万円かかった場合に、その

うち１０万円が補助金となりまして、国が５万円、県が２万５,０００円、市が２万５,０

００円という形での補助金で、本人負担が５万円というような形になります。１５万円以

上かかる場合に関しましても、上限が１０万円ですので、国、県、市という形で補助金を

出すということで、最終的には、持ち主の方が耐震関係を調査しまして、このブロックは

まずいですよと、ちょっとチェック項目がございまして、そのチェック項目をやって、市

のほうと協議をします。そちらに、やっぱり市の補助金ですので、あとは県とも協議をし

ながら進めていかなければなりませんので、最終的には県と協議をして決定という形にな

ります。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：県と、このブロック塀に対して判断していく、今、項目があるのですよね、い

ろいろ基準。その項目に照らし合わせて、県と相談しながら基準を決めていくということ

だと思うのですけれども、実はなかなかこれ、狭くて、対象が、生活道路に入ると、

ちょっと塀が斜めに倒れかかっているような、そういうところのブロック塀も見かけるこ

とがありまして、これ、地震が来たらどうなるのかなと思うようなところもあって、これ

に対して、やはり個人の財産ということで、個人任せになるのかなとは思うのですが、や

はり災害の防災という意識からも、これ、例えばリフォーム助成事業、これ、今、塀に対

しての補助というのはないと思うのですけれども、ブロック塀に対してもそのリフォーム

助成事業等、これも防災というか、減災というか、そういう観点からも、これ、活用でき

るようにするべきではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいま住宅リフォーム工事補助金等をブロック塀のも

のにも活用できないかということの御質問だと思います。あくまでもこのリフォーム工事

は、今のところは、例えば一つの工事例としていけば、台所をシステムキッチンに替える

とか、浴槽をユニットバスに交換、バリアフリーの改修、外壁や屋根の張り替え、太陽光

パネルということになってございまして、ほとんど建物の中に、建物に関わるものでござ

います。今おっしゃられたもののブロック塀につきましては、現在のところは想定してお

りませんが、今後、くっついているところも中にはあるかと思いますので、その辺も今

後、研究していきたいと思います。 

 以上です。 
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馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 住宅の除去の部分についても、たしか予算がついていた、補助金が出るのだと思ってい

るので、例えばブロック塀、撤去したくても、ちょっと費用が、経済的な理由で、費用が

かかるということで、躊躇されるケースとか、あとはそのまま放置されているというケー

スもあるのかもしれませんので、その辺、しっかりと調査しながら、本当に危ないのでは

ないかなと思うような塀、見ることがあるのですよ。ですから、それ、ぜひとも解決する

方法として、これから検証していただきたい、検討していただきたいということを述べ

て、次に移ります。 

 前にも、１３ページ、焼却施設整備事業なのですけれども、これ、かなりの大がかりな

公共事業になるわけなのですが、前も多分、私、聞いたと思うのですが、防衛の予算で５

割、半分の補助金と伺ったのですが、これ、少なくないですか。 

馬場委員長：清掃センター所長。 

岡部清掃センター所長：ただいまの防衛の補助率についてお答え申し上げます。 

 我々、民生安定事業ということで、補助採択のルールに基づいて補助採択を受けておる

中におきまして、補助率が２分の１ということになってございますので、少ないというふ

うな感じは受けるかもしれませんが、法律上のルールで２分の１という補助率が決定して

おりますので、その補助率に従って事業を進めさせていただいております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：これまで防衛の予算で、例えば病院とか、様々施設を建てるときに、補助率が

高いという、よく職員の方がおっしゃっているのですけれども、この焼却施設に限って

は、もう建物によって補助率が違うというふうなことになるのですか。例えば防衛の予算

は、道路でも下水道でも、とにかく補助率が高いのですよ、奥本さん、とよく職員から言

われるのですが、その辺はどうなのですか。 

馬場委員長：清掃センター所長。 

岡部清掃センター所長：ただいまの他省庁との違いについてお答えいたします。 

 今おっしゃられたとおり、他省庁に比べますと、防衛省のほうの予算の補助率というの

は少し高めだと我々も考えております。主に大体が２分の１程度、他省庁でやられている

と思うのですけれども、３分の２ですとか、あるいは９０％ですとか、防衛の補助事業に

関しては、そういった率を使っている事業もございますので、他省庁に比べると、今おっ

しゃったとおり、高いということになると思います。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：これ、かなり大がかりな工事費と、維持管理費含めると莫大なお金がかかるわ

けで、やはり補助率を上げるということは、今本当に必要なことではないかなと思うので

すね。これ、仮に決まっているということでも、引き下がらずに、これは交渉していくべ

きだというふうに私は思うのです。これを維持していくのに、先ほども子供さんの数がす

ごい減っているということと、それから、人口減少がこれからどんどん進んでいく中で、



- 32 - 

この焼却施設を維持管理していくこと、それから、今の状況で、資材等、様々な工事資材

等で引き上げられる、値上げがものすごいのではないかなと、工事費がどんどん膨らむの

ではないかなということも、遠藤議員も総括質疑で言われていましたけれども、そういう

部分で、このあたり、将来的には広域でやるというふうなこともお考えですか。 

馬場委員長：清掃センター所長。 

岡部清掃センター所長：今の御質問、最終的に広域的な事業ということでございますけれ

ども、今のところそのような考えは持っておりません。 

 以上です。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：持っていないかもしれないのですけれども、ぜひ、これ、三沢だけでとても負

担できないような人口のこれからの減り具合等、将来のツケは全部将来の方々につけてお

くことになってしまうので、今の責任として、こういう事業も極力、市の負担分が軽減さ

れることを、知恵を使ってぜひやっていただければなというふうに思います。 

 次に、１６ページ、ふるさとまちづくり寄附金なのですけれども、これはふるさと納税

というと、住民税を減税するという部分で、ふるさと納税に対していろいろ賛否があるも

のなのですけれども、やはり財源不足、本当に財源が今、どこの自治体も欲しいというと

ころで、この三沢としては、ふるさと納税、どのぐらいの、今、確保というか、状況なの

でしょうか。 

馬場委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまのふるさとまちづくり寄附金についてお答えいたします。 

 昨年度の、令和２年度の実績としましては、３,５５０万３,０００円の収入となってお

ります。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：すみません、出ていくほうはどのぐらいですか。 

馬場委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 収入に対して、寄附に対する返礼品が約３割、それに対する送料と、委託している事務

費を全て合わせて、大体半分が市の負担というふうになっております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：そうしますと、住民税として、三沢市でふるさと納税によって他県とか他市の

いろいろなところにふるさと納税を寄附して、住民税が控除されるわけですけれども、そ

の減額分はどのぐらいのものなのですか。 

馬場委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：そこは三沢市民が他市町村に寄附をした場合の三沢市の市民税の減税と

いうところでよろしいでしょうか。ちょっとそこの部分については把握しておりません。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：そうしましたら、後で聞きにいきます。 
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 それで、何を言いたいのかということだと思うのですけれども、税収が減る分もありま

すけれども、隣の十和田市で、新聞等でも出ておりましたが、今、８,１３２万円で、前

年度から２倍に、ふるさと納税、寄附が集まったということで、その要因を伺ったのです

けれども、やはり以前は、ふるさと納税は財政課のほうで担当していたのですが、今は産

品販売戦略課に担当課が移って、そこでのＰＲ活動で、今現在、２倍に増えていると。地

元の様々な、農家の方とか漁師さんとか、いろいろな十和田の特産物、これを販売してい

る地元企業の人たちと連携をとって、魅力ある返礼品の開発といいますか、あと、やはり

ＰＲですよね。様々なサイトを利用してたくさん集めているということが、前年度、倍の

寄附を集めたというようなお話を聞きました。ぜひともこのことも参考に、三沢市として

も、ぜひ三沢に住んで、今は東京等、他県で生活しているとか、自衛隊のＯＢの方、自衛

隊の方々が三沢に住んで、今、違うところに移って、三沢と関わりのある方々、そういっ

た方々に対しても、積極的に私はＰＲして、ふるさとのために何か使ってくださいという

ことで、そしてまた、地元の企業の農産物、漁業者の方々、そういう特産品、この販売が

進むことによって、ＰＲにもなりますし、ぜひともその辺に力を入れていただきたいと思

うのですけれども、今も一生懸命取り組んでいるということは承知していますけれども、

このことについていかがでしょうか。 

馬場委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 現在におきましても、ふるさと納税の返礼品については、開発をやっている事業所さん

に声かけをするとか、いろいろ進めておりまして、今年度も幾つかの事業所さんと契約さ

せていただいて、返礼品として出品させていただいております。今後も拡大に向けて努力

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 頑張っていらっしゃるというのは重々承知しております。やはり財源が厳しい、厳しい

という中で、やはりこういったふるさと納税、ここでもやはり財源確保につながるという

意味でも、頑張っていただきたい、期待したいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、１８ページの労働諸費のシルバー人材センターのことについてなのですけれど

も、ここで今、少ない年金で暮らすのが大変だという高齢者の方々が全国的にも増えてい

ますので、どんどん、また、元気だということで、６０歳を超えて働いていらっしゃると

いう方が増えているという中で、これを活用する人たちというのは、この推移は、人数、

どのようになっているのでしょうか。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：お答えいたします。 

 活用する人数というより、登録者数でよろしいですか。 

奥本委員：はい。 

長根経済部参事兼産業観光課長：令和２年末では、男女合わせて２３３人、令和３年３月



- 34 - 

３１日では２２３人と、推移は２２０人から２３０人というところを推移しております。 

 以上です。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：例えば草刈りとか、また、いろいろ除雪とか、例えばそういう植木の処理と

か、窓ふきとか、様々、その方の経験を生かして、実際に利用していただいていると思う

のですけれども、その中で、けがをしたときに、そのけがの手当、このあたりはきちんと

保障しているのでしょうか。保険等ですね。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：けがの対処はどうしているのかということでございま

す。働く際に、傷害保険をかけていただいて、活動していただいております。また、就業

内でのやはり事故があるものですから、現場をシルバーの専門の方々が巡回指導も行っ

て、事故、けがのないように努めながら、保険のほうは傷害保険で対応しているという形

になっております。 

 以上です。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：当然ながら、通常、当たり前のことだと思うのですけれども、働いている方々

に対するけがの、労災なども含めて、働いている人たちはそうあるのですが、ある方が、

草刈りでちょっとけがをしたというときに、何もなかったというような話も聞いて、自分

でけがしたりする治療費を払って、そういうのはないのですかと聞いたら、いや、何もな

かったなというふうな話もあったので、それはその方がそれを分からないで、そういう保

険があるということとか、そういう手当があるということを知らずに、自分で思い込ん

で、自分でそういうふうにされたのかもしれないのですけれども、そういうところも含め

て、きちんと対応していただけるようにしてもらえませんか。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいまのお話を受けまして、今後、シルバー人材セン

ターのほうともお話し合いをする機会がございます。その辺は伝えて、改善するところは

改善してもらうよう、お伝えしておきます。 

 以上です。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ぜひ、その方が勝手に思い込んでいるケースもあると思うのですよね、そうい

うものがないものだと思って。その辺も重々、シルバー人材センターのほうでも説明し

て、けがをした場合はこういう手当がありますということも含めて、しっかり対応してい

ただきたいなというふうに思います。 

 次、最後になります。この予算書の１７５ページ、ＵＩターン人材確保支援事業助成

金、これ、私の一般質問とも関連があるのですけれども、この実績をよろしくお願いしま

す。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ＵＩターンの実績でございます。この事業は、平成３０

年度からやっております。平成３０年度は０件、令和元年度は３件、令和２年度、３年度
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は、コロナの影響によって０件となっております。これが実績です。 

 以上です。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ちょっとあまり効果のない事業のような、実績が、コロナがあるということも

影響していますけれども、予算書でこの事業、また今年度、令和４年度、進めるというこ

とに対して、もっと効果のある事業に変えるべきではないかなというふうに思っていまし

て、一般質問でも言いましたけれども、企業に人材確保の支援金、助成金ではなくて、個

人に、これは県の事業で、県内の就労試験を受けるとか、また、企業訪問するという場合

に、補助金、助成金が出るということだったのですけれども、そういうふうなものを、県

とすると、三沢市だけではないですよね。県全体の雇用ですから、やはり三沢市として、

やはり人材をしっかりと確保したい、確保していかなければならないという観点から、

もっと市の事業として、一人一人に企業訪問、また、三沢市がどういうふうなまちなのか

という部分で、本当に移住・定住、転職したいと思ってもらえるような、そういうふうな

人材育成というか人材確保、この方法が、私は効果があるのではないかなと思うのです

が、一般質問でもこれは取り上げたのですけれども、それについてお答えいただけます

か。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：先ほど少し答弁が漏れてしまいました。すみません。 

 ＵＩターン人材確保支援事業というのは、中小企業振興会議というのを開催しておりま

す。その中小企業振興会議の中から、このメンバーには、業者さんの社長さんに入ってい

ただいたり、大学の学校の先生が入っていただいたりしている専門の会議をやって、１６

名で構成してやっております。その中から、今後の中小企業を伸ばしていくためには、こ

のＵＩターンに対する補助金も必要ではないかということで、これは設けた予算でござい

ました。ただ、おっしゃられたように、実績が上がっていないのもこれまた事実でござい

ますので、今後はここの部分に関しては、今後また考えていきたいなと考えております。 

 御質問の、労働力不足ということでございます。確かにコロナ禍、そして人口減少、高

齢化が進んで、構造的な課題があるのは承知しております。確かに奥本委員の言ったよう

に、労働力不足の課題というのは待ったなしのものと考えてございます。今後とも関係部

署ときちっと連携をして、一丸となって取り組んでいきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 ぜひともこの事業自体をもっともっと企業に活用していただくということは、これか

ら、コロナ禍ですので、今後、これも必要な事業になるかとは思うのですけれども、ぜひ

とも先ほど申し上げました私の提案も検討事項にしていただければというふうに思いま

す。 

 以上で、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 
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馬場委員長：税務課長。 

伊澤税務課長：先ほど奥本委員のほうから、ふるさと納税の税控除に関して御質問があり

ましたので、それについて御回答させていただきます。 

 三沢市におけるふるさと納税をされた方の税控除等、そこまで詳しい集計はとってござ

いませんが、令和３年度、２年中に、三沢市にふるさと納税の寄附額が７,３００万円、

それに対して、ふるさと納税の寄附金控除額が、３,４５５万円が寄附金控除として処理

されております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：初めに、予算書の９３ページでございます。 

 こちらの交通防犯対策費６９０万７,０００円の計上でございます。 

 最後の項目でありますけれども、空家取り壊し事業費補助金２００万円の計上でござい

ます。こちらの内容について、初めにお知らせいただきたいと思います。 

馬場委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：少々お待ちください。 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 この空き家対策補助金についてでございますが、市内に空き家を有している方で、面積

の半数を居住の用に供していた家屋であること、そして、１年以上の居住実態がない物宅

であること、そして、貸家として建築された家屋でないこと、これらの条件を満たして、

空き家を取り壊したいという方々に対して、最大２０万円で補助金をお支払いしているも

のでございます。 

 令和元年度実績といたしましては、６軒の９１０万円、そして、令和２年度実績といた

しましては、１軒の１２０万円となってございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 ただいまの御回答の確認でありますけれども、課長、貸家とおっしゃったでしょうか。

一般住宅ではなく、貸家ということでよろしいですか。 

馬場委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：お答えいたします。 

 貸家として建築された家屋ではないことということでございます。 

 以上です。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：承知しました。その前提でお聞きさせていただきます。一般住宅ということ

で、そういう認識でよろしいわけですね。承知しました。 

 それでは、近年、やはり空き家が非常に増えているという状況が全国的にも見てとれる

ところでありますけれども、三沢市におきまして、これまでも空き家対策、取り壊しのそ

ういう助成事業を進めていてくださっておりますけれども、現状として、やはりどうして

も長年、空き家状態になると、老朽化が甚だしいわけですので、防犯上の上でも、また、
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まちなかの景観上の上でも、非常に気になるところであります。 

 さらに、昨今の降雪量の多さに、ニュース等でも拝見いたしますけれども、雪の影響で

倒壊してしまう、こういう状況もあり得るかなというふうに危惧しているところでありま

すけれども、これまでの市としての空き家向けの対策、また、危険と思われるこういう空

き家の状況、何軒ほどと把握していらっしゃるでしょうか。 

馬場委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：質問にお答えいたします。 

 昨年度から今年度にかけて、市内のまず空き家の状況について調査させていただいてお

ります。 

 そして、その抽出した空き家に対して、所有者の方を、今、今年度、洗い出し作業を

行っております。 

 そしてさらに、所有者が生存していらっしゃる方には、直接お会いするなど、お手紙を

出したりするなどして、古くなって周りに影響を及ぼすような空き家については、できる

だけ周りに御迷惑をおかけしないような対応をするように、助言、指導をさせていただい

ております。 

 あわせて、所有者がお亡くなりになられている方々については、相続人調査をさせてい

ただいております。そして、相続人の方々を特定した上で、同じく助言、指導等を行って

いるところでございます。 

 以上です。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 市においてもできる限りの御努力をされているということを承知いたしました。今後も

どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、９９ページです。 

 こちらの災害対策費でありますけれども、この中での指定緊急避難場所標示看板設置業

務委託料、今般、８３６万円の計上でございます。この内容についてお知らせください。 

馬場委員長：防災管理課長。 

種市防災管理課長：お答えをいたします。 

 市内に７３か所の指定緊急避難場所がございまして、そのうち２３か所には、既にこの

標示看板が設置されておりまして、それ以外の５０か所について、今年度で指定緊急避難

場所の看板を設置させていただくための予算を計上させていただきました。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 今年度で７３か所、全て設置できるということですね。承知いたしました。ちょっと内

容についてお聞きしました。ありがとうございます。 

 次に、１２５ページです。 

 生活困窮者自立支援事業費でございます。昨今、非常に生活困窮に陥る方々が増加に

なっておりまして、この方々に対しても、非常に丁寧に寄り添って支援をしていただいて
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いるものというふうに認識しているところでございますけれども、今回の会計年度任用職

員報酬５０９万８,０００円の計上であります。これまでは２名の体制だったというふう

に受けとめておりましたけれども、非常に相談件数も多いというふうに私自身は思ってお

りまして、この支援員は、今年度は何名になるでしょうか。 

馬場委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 令和３年度から３名体制の支援員を配置いたしまして、対応しております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 今年度、令和３年度は３名だったのですね。失礼しました。認識が間違っておりまし

た。３名で務めていただいているということでありました。 

 その相談件数、非常に増えているというふうに認識しておりますけれども、おおよそこ

れまで寄せられた、対応した件数は何件くらいでございますか。 

馬場委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 令和元年度におきましては、新規相談が８７件ありました。そのうち、就労に結びつい

た方が２２件おります。そのほかにも、生活保護なり住居確保給付金なりと、いろいろな

支援のほうに結びつけする作業を行っております。 

 令和２年度におきましては、新規相談が１６７件、そのうち、就労に結びついた方は３

０件になります。 

 令和３年１２月末現在で、新規相談は７１件、就職に結びついた方は２１件というふう

になってございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 就労に結びついたということは、非常にありがたいことだと思います。そのほか、就労

に結びつかなかった方、この方々は、例えば生活保護、一時的に、就労につながる、お仕

事ができる間、一時的に生活保護、そういう申請をする、そういうことになるのでしょう

か。 

馬場委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず、就労に結びつかない方のほかに、現在も就職活動を継続されている方もおりま

す。また、生活保護に結びついた方もおります。そのほかに、住居確保給付金とか、自立

支援金とか、その他の給付金の手続によって、生活保護に至らない状態で自立支援を続け

ている方もいらっしゃいます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 
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 非常に日頃からきめ細やかな対応をしていただいているということは非常に承知してお

りまして、ありがたく思っております。今後もまたよろしくお願いいたします。 

 次に、１２７ページです。 

 こちらの母子家庭等対策総合支援事業費、トータルで５７５万８,０００円の計上でご

ざいます。 

 この中の項目で、２点、内容をお聞かせいただきたいと思っております。 

 一つは、自立支援教育訓練給付金６０万円の計上でございます。この内容についてお知

らせいただきたいと思います。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：ただいまの自立支援教育訓練給付金についてお答えいたします。 

 こちらは、市のほうで対象としている教育訓練を受講し、修了した場合に、その経費の

６０％が支給されるものでございます。上限は、就学日数に応じて、２０万円、最大８０

万円が支給されるものでございます。 

 この教育訓練ですが、雇用保険法に基づく教育訓練給付金の内容と同じものとなってお

りまして、こちらの雇用保険法のほうの教育訓練給付金を受けることができる方は、その

支給額との差額が支給されます。受けられない方は、最大で８０万円を受けられるという

ものとなっております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 そうしますと、今の御説明で、ちょっと私なりに思ったことは、それまで、前職が雇用

保険の加入がなかった、そういう職場で勤務した方が、退職後に、次へのまた就職につな

がる、その期間の訓練という、そういう受けとめ方でよろしいでしょうか。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：質問にお答えいたします。 

 これまで雇用保険をかけてお仕事をされていた方が、お仕事をやめます。新たな資格を

取得したいという場合に、こちらの訓練給付金のほうが申請することで、もらうことがで

きます。今おっしゃったみたいに、雇用保険をかけていないところでお勤めになられてい

た方につきましては、そういった資格を取得するための訓練のために、市のほうで最大８

０万円、給付金のほうを支給させていただくというものでございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 続いて、下段ですけれども、高等職業訓練促進給付金、これについてもお知らせお願い

します。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：高等職業訓練促進給付金についてお答えいたします。 

 こちらにつきましては、母子及び父子家庭世帯の生活の負担軽減を図り、資格取得を容

易にすることを目的として、看護師、介護福祉士、保育士などの資格を取得するための施
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設にて就業した場合に給付するものとなっております。こちらは、非課税世帯の場合であ

れば月１０万円、課税世帯であれば月７万５,０００円、最終年につきましては、こちら

はプラス月４万円が支給されることとなります。ですので、例えば看護師の取得をするた

めに、３年制の看護学校に通った場合には、３６月分が支給されるということになりま

す。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 これまでの実績はございますか。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：これまでの実績でございますが、令和３年度につきましては、今の

ところゼロでございます。令和２年度につきましては１名、令和元年度につきましては、

令和３年度の受給の方も含めまして２名おりました。ですので、卒業した時点で、こちら

のほう、終了になりますので、今、令和元年は２名、令和２年は１名、令和３年度はゼロ

というふうになっております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 志を持つ方々ですね、立派なことですけれども、なかなか難しいのかなという思いも

あったのですけれども、そこで、時代はやはりデジタル化、デジタルの人材ということ

で、こういう独り親、母子家庭、また、父子家庭の、そういう特に女性の就労を支援する

という意味では、デジタル人材育成に非常に力を入れているところでありますけれども、

市としては、これらのことも念頭に検討されたというような経緯はございますでしょう

か。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：ただいまのデジタル化というものを検討されたかということでござ

いますが、今お話しした二つの給付金につきましては、国、県の補助も含めての事業でご

ざいまして、そちらのほうでは、まだデジタルという部分は含まれておりませんが、今

後、そういったデジタルの部分も含まれてくるというふうに想定しております。また、市

のほうでも、そういったところを研究してまいりたいというふうに考えておりますので、

こちらが使えるようになりましたら、改めてお知らせしたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。ぜひ検討、よろしくお願いいたします。 

 次に、１２９ページです。 

 今回、この地域子ども・子育て支援対策事業費２,０５１万６,０００円の計上でござい

ます。 

 そこで、２点お聞きしたいのですけれども、初めに、産後ケア事業委託料、こちらは

ほっとママ事業として進めてくださっているというふうに認識しているところであります
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けれども、これまでの利用状況を先にお聞かせいただきたいと思います。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：産後ケア事業についての御質問にお答えいたします。 

 申し訳ございません。今年度分しかちょっと数字を持っておりませんので、今年度分で

お答えさせていただきます。 

 今年度につきましては、昨年度より減っておりまして、これまで２８名の方が申込みを

され、利用されております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 この質問に至った経緯ですけれども、このほっとママ事業についてのホームページを拝

見いたしますと、この利用２８名というのがどうなのかなという思いにもなるのですけれ

ども、申請後に審査し、審査の結果、利用いただけない場合もありますというふうに注意

書きがありますね。これに非常に気になりました。やはり希望する方、助けを求める方に

対して、何かこの基準、審査の結果、利用いただけない、非常に厳しいなという思いに

なったところなのです。これらのことで、希望したけれども、申請したのだけれども、利

用をお断りされた、こういうケースはどのぐらいあるのでしょうか。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：ただいまの御質問ですが、利用いただけない場合がありますとい

う、こちらの表現、非常に分かりづらいというか、ちょっと伝わりにくいというところが

ありますので、今後、表現を変えていきたいと思います。 

 また、申請していただいて、利用できなかったというケースは、これまでございませ

ん。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 ぜひ、これはすごく気になりますね。一瞬、ためらいが出るのではないかなという思い

にも至ったところですので、ぜひ検討いただきたいというふうに思います。 

 次に、下段の産前産後ヘルパー派遣事業委託料、今回初めて、新規の事業でありますけ

れども、まず初めに、再度、この事業内容についてお知らせいただきたいと思います。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：産前産後ヘルパー派遣事業についてお答えいたします。 

 こちらにつきましては、母親が出産前後で体調不良等により育児や家事を行うことが困

難な家庭等にヘルパーを派遣し、育児または家事の援助を行うことにより、妊娠、出産期

における母親の負担軽減や、保護者の身体的及び精神的負担の軽減を図り、安心して子供

を産み育てられる環境づくりの促進と、適切な養育の実施を確保するものとなっておりま

す。 

 まず、対象なのですが、対象は、妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する者になり

ます。具体的には、若年妊娠、望まない妊娠など、妊娠期から支援を必要とする方、産後
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鬱や育児ノイローゼ等の問題によって不安や孤立感等を抱える方、食事や衣服、生活環境

等について不適切な養育状態にある家庭などとしております。 

 期間につきましては、妊娠３２週から出産後１年までの期間で利用することが可能とし

ております。 

 時間ですが、月曜日から日曜日までの午前８時から午後６時まで、１日１回で、１時間

単位の利用となります。最大で２時間まで使うことが可能です。 

 この期間内での利用は、５６時間を限度としております。 

 利用料につきましては、自己負担額は１時間３００円ということで設定しております。 

 利用見込み人数ですが、５０人という見込みで、今回、予算計上させていただきまし

た。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 事業内容については、大枠、理解をさせていただきました。 

 そこで、確認をさせていただきたいのですけれども、今回、この事業に至っては、厚生

労働省が２１年度の補正予算に、子育て世帯訪問支援臨時特例事業を計上いたしました。

この国の予算を活用しての事業になるでしょうか。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：予算についてお答えいたします。 

 こちらにつきましては、子ども・子育て支援交付金を活用することができまして、国が

３分の１、県が３分の１、市が３分の１ということで、この事業のほうを運営していきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 この事業の活用については承知いたしましたけれども、なぜこの質問に至ったかと申し

ますと、やはり市が進めていくには、ある程度の要件等々、事業をしっかりと精査して進

むことになるのは承知の上なのですけれども、やはり国といたしましては、まだ産後

ドゥーラという、そこまでのところまでは一気には進まないものと思うのですけれども、

この対象者、家事、育児の不安を抱える方、そういう内容の中では、食事の準備とか、洗

濯、掃除、買物の代行支援、また、保育所への送迎支援等々、非常にきめ細やかなそうい

う支援を進めていくべきものというふうに個人的には強く思っているところですけれど

も、今後、この事業を展開していく中で、これらのこともぜひ検討していただきたい、

サービスの中に、支援の中に入れていただきたいという思いを持っているところでありま

すけれども、現段階ではどのような検討といいますか、認識をお持ちなのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

馬場委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：ただいまの様々な支援についての御質問についてお答えいたしま

す。 
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 今おっしゃったような支援について、全てできるかというと、まだそこまではいってい

ないかと思いますが、例えば保育所の送迎だったり、そういったものについては、そもそ

もこの産前産後ヘルパー派遣事業は１歳までということがありますので、それ以降、ファ

ミリーサポートセンターを活用していただくなど、様々なそういったサービスもございま

すので、そういったところも紹介させていただきながら、支援に努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 次は、予算書１４１ページ、あわせて概要書の８ページをお開きいただければありがた

く思います。 

 予防費でございます。今回、この予防費、大枠では２億７３５万８,０００円でござい

ますね。そこで、概要書の８ページがとても分かりやすく掲載いただいておりました。 

 今般、この子宮頸がんワクチン接種費、これまで国として積極的な勧奨をストップして

いたことから、これらの手立てをようやくまた再開することとなりました。 

 そこで、今現在のこの定期接種に該当する方たちは、中学１年生から高校１年生と示さ

れているところですけれども、新規で子宮頸がんワクチン接種費キャッチアップ分、これ

までここに記していただいているとおり、積極的勧奨の差し控え期間中に定期接種の対象

だった平成９年度から平成１７年生まれの方ということになります。改めて、こちらに対

象になる方々は何名いらっしゃるでしょうか。 

馬場委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、平成２５年から積極的接種の勧奨を控えていたものが、令和３

年１１月から積極的勧奨していくということになりました。 

 この積極的勧奨が控えられていた９年間に、毎年、高校１年生の方が接種の期間から外

れていくわけですが、おおむね１年間で、１年生で１７０人程度が外れていくということ

になります。 

 今般、これらの対象者につきまして、接種機会を改めて設けるキャッチアップを行うわ

けでありますが、平成２５年度では平成９年生まれの方、約１７０名、これの９年間とい

うことで、総数で１,５３０名の方がキャッチアップの対象になるということで見込んで

おります。そのうちの約５０％の方が、恐らく接種に来るのではないかと見込んでおりま

して、その分の予算を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 そこで、課長、今の御説明に加えてですけれども、年数がたっていることから、現在、

三沢市在住ではなく、市外、また、県外にも在住の方がいらっしゃるのではないかという

思いに至っているのですけれども、この方々に対しての手立てはどういうふうになるので

しょうか。 
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馬場委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 このキャッチアップ事業というものが、定期接種の対象になりまして、移転された自治

体におきましても、同じようにキャッチアップ事業が行われるかと思います。なので、そ

のような形で、外れた方も、キャッチアップの接種をする機会というものは平等に与えら

れるものだと考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 そうしますと、最後になのですけれども、今後、市としても、対象者の皆様に丁寧な周

知に努めていただくものと思います。例えば新聞報道等では、年数が空いても、１回だけ

接種して何年もおいた、また、２回接種した時点で積極的勧奨がとめられたことから、２

回どまりだった、これらの方々も、２回目、３回目も無料でできるというふうなことで受

け止めておりますけれども、やはりこういう内容を、対象者の方々には丁寧に理解をして

いただく、そして前向きに受け止めて接種していただくということが望ましいというふう

に思っておりますけれども、今後、市として、これらの丁寧な周知に努めるということは

非常に必要だというふうに思っていますけれども、今の段階ではどのような準備を進めて

いこうというお考えでしょうか。 

馬場委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 今後、どのように積極的に勧奨していくのかという御質問かと思います。 

 接種勧奨を控えていたときは、対象者にパンフレットを郵送して、制度の中身だったり

とか、ワクチンの有効性だったりとかを周知するにとどまっておりましたが、令和４年度

におきましては、そのパンフレットと一緒に予診票も中に入れて、すぐ申込みできるよう

な形で皆さんに案内をすることといたしております。 

 併せまして、今、委員がおっしゃったとおり、そのワクチン接種の有効性というか、１

回目であっても２回目であっても、正しい接種というか、そういったことをホームページ

だったりとか広報等で周知してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、１５１ページでございます。 

 新型コロナウイルスワクチン接種事業の一部でありますけれども、シャトルバス運行業

務委託料、このスタート時点から、今般も２８０万円の計上でございました。きめ細やか

な対応というのは非常にありがたいことだというふうには思っておりましたけれども、一

方で、利用率はどうなのかなという思いも、ちょっとその思いが頭にかすめているところ

でございました。 

 このシャトルバス運行に加えて、例えば他の自治体、全国の中ですけれども、利用者さ

んの利便性を高めるために、タクシー券の配布をしている、発行しているという実情もご
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ざいました。これらもまた必要に応じて、今後、接種率を高めていく、また、足の確保と

いう意味合いでも、必要なのかなという思いを抱いているところですけれども、現在、何

かこれについての検討というのは、今後ですけれども、お考えを検討に入れていただくこ

とは可能でしょうか。 

馬場委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 シャトルバスの運行につきましては、利用率という点では、非常に少ない利用率という

か、足を確保するという安心面の面からも必要なものなのかなとは考えております。 

 有効的なというか、タクシーということでございますけれども、タクシーを利用してい

るとか、ほかの自治体も参考にしながら、研究してまいりたいなと考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：可能でしたら、ちょっと参考に申し上げさせていただきましたので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、予算書２０７ページでございます。 

 消防費でございます。非常備消防費、今回も３,６７７万４,０００円の計上でございま

す。 

 数年前から、この消防団員確保に向けては、市としても非常に努力を重ねてきてくだ

さっているものと認識をしているところでございますけれども、再度、現在、三沢市にお

ける消防団の充足率、全体的なこと、そしてまた、分団によっては非常に充足率が低いと

ころもあるのかなと、そういうただ私個人の思いでありますけれども、これについて、現

在把握している状況をお聞かせいただきたいと思います。 

馬場委員長：消防本部警防課長。 

髙田消防本部警防課長：ただいまの御質問についてお答え申し上げます。 

 現在の三沢市の消防団員の団員数でございますが、２９６名おります。充足率にあって

は、９２.５％でございます。 

 近隣の消防団員の充足率でございますが、同じ上十三地区内の十和田市の充足率なので

すけれども、８１.７４％になっております。同じ上十三の中で、高いところは、野辺地

町が９５.７１％、また、七戸が９０.５９％、六戸が８５.４５％、横浜町が８６.４５

％、東北町が８８.５７％、六ヶ所村が８３.２６％、おいらせ町が９１.５６％となって

おります。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 充足率は三沢市は高いというふうに認識いたしました。 

 それでは、ちょっと参考に教えていただきたいのですけれども、現在の消防団員の平均

年齢は何歳でいらっしゃいますか。 

馬場委員長：消防本部警防課長。 

髙田消防本部警防課長：現在の消防団員の平均年齢でございますが、男性が４６.２歳、



- 46 - 

女性にあっては４２.８歳となっております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 比較的年齢がお若いというふうに受け止めました。 

 そこで、最後の質問なのですけれども、以前から、消防団員の皆様の、やはりせっかく

志を高くお持ちになって、消防団員になっていただき、様々内容について、例えば保険に

加入していると、加入することによって冠婚葬祭、冠婚までいかないでしょうかね、お祝

い金とか、そういうのがございますね。それらをしっかりとまた御説明いただかずに、分

団ごとに保険加入をされているというケースもありますね。これについての、やはり団員

の皆さん、再度、長年の経験者もあるでしょうし、新規にまた消防団員に加入してくださ

る方も、様々な状況がありますけれども、いま一度、消防団員のあり方というものの、そ

ういう内容をまとめたリーフレット等を配付をしていただきたい旨の要望、提案をさせて

いただいた経緯がございました。 

 併せて、どういう思いでいらっしゃるのか、また、要望等、そういうことももしおあり

だったら、言葉で言いにくいことをアンケート調査を実施したらいかがか、このことも併

せて提案をさせていただいた経緯がございました。現在、これについての実施状況を参考

にお聞かせいただきたいと思います。 

馬場委員長：消防本部警防課長。 

髙田消防本部警防課長：ただいまの御質問についてお答え申し上げます。 

 昨年度、春日委員のほうから、今お話がありました、消防団員に対する実務必携の冊子

は、全消防団員に、昨年春に配付いたしております。その中に、個人でかける保険の内容

とか、あと、消防団員が日頃行う活動の内容等を示したものを冊子、全消防団員に配付い

たしております。 

 また、昨年、消防団員全員にアンケート調査を実施いたしました。そして、消防団員の

方の意見を吸い上げまして、団員の皆さんに全てフィードバックいたしました。その中の

要望について、訓練の中身でありますとか、処遇改善でありますとか、その辺の内容につ

きまして、本団の方からのコメントを載せて、全団員に周知徹底したところでございま

す。 

 以上です。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 対応いただいたということで、非常に消防団員の皆様には日頃から感謝しているところ

であります。今後もよろしくお願いいたします。 

 次は、２１９ページの教育費の中から、参考にお聞かせいただきたいと思います。 

 まず、こちらの４番、小学校管理職員人件費４,２８９万８,０００円の計上でございま

す。こちらの会計年度任用職員給料も計上されておりますけれども、業務内容について、

参考にお聞かせいただきたいと思います。 

馬場委員長：学務課長。 
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村上学務課長：小学校管理職員人件費、会計年度任用職員、学務課の分についてお話しい

たしますと、学校教育支援員６０名、それから、学校司書３名の任用となっております。

職務に関しては、学校教育支援員は、子供たちのサポート、教師のサポート、学校全体の

サポート、様々支援しております。学校司書に関しては、学校図書館の運営に関しての専

門的な立場からの指導、助言ということになっております。 

 以上です。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。承知いたしました。 

 学校教育支援員は６０名である。そこで、小学校、全体的に支援を必要とする児童数は

およそ何名ほどでしょうか。 

馬場委員長：学務課長。 

村上学務課長：今、学校の特別な支援を要する子供たち、通常学級においても特別支援学

級においても、やはり人数が増えてきております。令和３年度に学務課が各学校に調査を

した結果、小中合わせて、学級担任だけでは対応が難しいという調査は４００名の数が上

がっております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 今のお答えですと、小中合わせて４００名というお答えでございましたね。全体的に義

務教育の中でというふうに受け止めましたけれども、年々、こちらの学校教育支援員は、

市も学校現場からの要望を受けて、限りなく要望にお応えしていく、１００％に近づけて

いくというふうに認識していたところでありますけれども、各学校から年度で、支援を必

要とする子供の状況に応じて、支援員を何名配置していただきたい、そういう要望を教育

委員会ではまとめ上げると思いますけれども、現段階ではほぼ１００％でございますか。 

馬場委員長：学務課長。 

村上学務課長：今の御質問にお答えいたします。 

 １００％かといいますと、やはり学校からの意見は、もっと欲しいということが上げら

れております。ただ、やはり人数をいたずらに増やしても、それがまた子供たちの支援の

充実につながるというわけではありませんので、支援員の活用法を、もう少し効果的な、

いる配置の中で活用して、研究をしていくように、学校のほうには指導しております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：最後に質問でございます。 

 次の２２１ページでありますけれども、同じく教育費の中でございますけれども、参考

に教えていただきたいと思っております。 

 こちらの３番、今度は教育ですね。小学校教育支援職員人件費、会計年度任用職員報酬

４,３３７万７,０００円の計上でございます。こちらの業務内容についてお知らせいただ

きたいと思います。 

馬場委員長：学務課長。 



- 48 - 

村上学務課長：大変申し訳ございませんでした。２２１ページの小学校教育支援職員人件

費が、先ほど私が答えた内容になっております。大変失礼いたしました。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：承知いたしました。ちょっと素人ながらに違うかなと思ってお聞きしていまし

た。今の説明で分かりました。 

 それでは、本当の最後に、先ほどの質問に戻りまして、２１９ページの小学校管理職員

の業務内容について、最後にお知らせいただきたいと思います。 

馬場委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：教育総務課の分として計上しておりますの

が、学校作業員でございまして、学校作業員１２名、今、配置してございます。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：学校作業員ですね。日頃、お見受けする、例えば環境整備等々でしょうか、そ

ういう、以前は私たち、子供の頃は用務員とか言っていましたけれども、そういうような

学校施設設備とか、そういう環境整備とか、そういう受け止めでよろしいでしょうか。 

馬場委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：大変お待たせしました。 

 ただいまの御質問の管理職員人件費ということで、先ほど教育総務課長のほうから、学

校の作業員というふうなことで、委員のほうから、用務員というふうなことの御確認だっ

たと思うのですけれども、用務員で間違いございません。 

 以上でございます。 

春日委員：ありがとうございました。 

 以上です。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：では、よろしくお願いします。 

 予算書です。８８、８９ページです。 

 ふるさと納税について、先ほど奥本委員からも質問がありましたけれども、これに関し

ては、私も奥本委員と同じ気持ちでありまして、ぜひともこれからいろいろな工夫を重ね

ながら、この三沢市にとってふるさと納税がさらによりよいものになっていっていただき

たいなと思っておりますし、一方で、広報広聴課さんが窓口としてですが、一手にこのふ

るさと納税というものをやっていくのには、非常に苦しさというか、難しさがあるのだろ

うなというところを感じております。 

 そこで、以前もちらっと触れさせていただいたかもしれませんが、企業版のふるさと納

税、国認定の地方創生プロジェクトに対し、企業がもろもろ合わせて最大９割相当額、税

控除を受けられるような仕組みが、今、県内でも取り入れている自治体が出てきておりま

して、先般の報道だと、東北町さんもみちのく銀行とかと連携しながら協働で展開してい

くような報道がありました。 

 これ、仮に、三沢市ではまだやっていないと思うのですが、取り入れるとかいった場合

に、非常に課題というか、人手不足とか、メリットがちょっと感じられないとか、そう
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いった壁みたいなものは何かあるのでしょうか。どう今考えておられるのか、教えていた

だければと思います。 

馬場委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの企業版のふるさと納税についてお答えいたし

ます。 

 確かに各市町村のほうで、昨今、いろいろと実績が上げられております。 

 三沢市としても、特段、壁とかは設けておりません。実施する方向で、いろいろと企業

等とはお話しております。近々なのですが、保険屋のほうと、金額等はまだ確定はしてお

りませんけれども、今、企業版ふるさと納税ということで、進めている件数が一つありま

す。ですので、今、その辺を詰めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございました。 

 では、ちょっと間違っていたら申し訳ないのですが、寄附の対象期間が令和６年度まで

で一旦区切られているのか、制度的に、ということをちらっとお伺いしたときがあったの

ですが、今後、そういった企業版ふるさと納税、御協力いただける企業、そういったもの

を少しずつ増やしていく方向でいるのかというところをちょっと、なかなかこれがいつま

で続く制度かはちょっと分からないですけれども、現状はそういう方向性なのかというこ

とを、ちょっと確認です。 

馬場委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：期限といいますか、その件ですけれども、今、ちょっと

手元に資料がございませんけれども、今後もいろいろな企業といろいろな事業、三沢市の

主要事業で進めていきたいなと考えております。 

 以上です。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：では、ぜひ今後、そういったところをまた注視をしていきたいと思います。ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次です。 

 ９３ページの空家取り壊し事業費です。こちらも先ほど春日委員からお話がありまし

て、説明いただいた内容、承知いたしました。 

 すみません、聞き漏らしとかがあって重複してしまったら申し訳ないのですが、令和１

から令和２まで、空き家の調査をされて、もちろん市で計画があって、それを着実に進め

ていると思うのですが、その中で、今、空き家の数、あとは率、どれくらいなのか、

ちょっと参考までに教えていただければと思います。 

馬場委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 空き家の数については、現在、今ちょっと手元に資料を持ち合わせておりませんので、

この後、ちょっと調べて、お答えさせていただきたいと思います。 

馬場委員長：西村委員。 
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西村委員：ありがとうございました。後ででも結構ですので、すみません。 

 あと、先ほど指導、助言を行っていくというお話がありましたが、空き家への対応です

ね。それは特定空き家ということなのでしょうか。よくこちらも新聞に載っていたのです

けれども、今にも壊れそうだったり、危険性が高いとか、衛生的にもよくないとか、そう

いったものを特定空き家として、ある県内の市で、８軒、承認して、それを今後、指導、

助言をしながら、最悪のパターンとして、是正というか、安全に取り壊しがなされなかっ

た場合は、行政代執行もあり得るが、当面は指導、助言を徹底、これを取り組んでいくと

いうことがあったのですけれども、先ほどの説明の中であったのは、特定空き家だという

ことだったのかどうかの確認です。 

馬場委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 国の法律で、空き家特別措置法という法律がございます。この中で、市町村の役割とし

て、まずは助言、指導を行い、その後に、今度は勧告という作業がございます。それでも

従わないというか、対応をとっていただかない家主の方には、さっき委員がおっしゃった

ような、特定空き家という法律上のものに指定した上で、行政代執行に臨むという流れに

なってございます。 

 今現在、三沢市のほうにおいては、特定空き家として指定している空き家はございませ

ん。 

 以上です。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございました。 

 それは特定空き家に該当するものがない、なのか、まだ全て把握しきれていない状況な

のか、どちらのニュアンスなのか、ちょっと確認をさせていただければと思います。 

馬場委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：お答えいたします。 

 まず、特定空き家の条件として、まず、著しく周辺環境に影響を及ぼす、また、近隣住

民に迷惑をかけていなければならないという条件がございます。かつ、所有者が指導、助

言に応じていただけないという場合があります。現時点においては、まだ、委員おっしゃ

られたとおり、二つ、まず全て把握しきれていないということと、まず、特定空き家に近

い状況ではあるが、まだまだいろいろなステップを踏まなければならない、特定空き家に

指定するためには、有識者の協議会などを組織して、そちらの意見を伺わなければならな

いとなっております。そういったステップがある関係から、特定空き家に近いものはあり

ますが、まだ指定できていないというものもあります。 

 以上です。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：分かりました。 

 今後、今、時代の流れで、非常に空き家も増えていますし、今、国においても議論され

ていた、所有者不明土地の問題とか、時代の流れで、様々な問題が出てくると思いますの

で、ぜひとも時代に順応した形で今後も取組、対応していっていただきたいと思いますの
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で、よろしくお願いいたします。 

 では、次に移りたいと思います。 

 すみません、１５１ページです。 

 こちら、コロナワクチンです。何名かの委員の方からも質問が出ておりましたが、私も

情報として、もし教えていただけるなら確認をさせていただきたいのですが、３回目の接

種で、ファイザー、モデルナ、どちらかを打つという状況で、以前、偏りがすごい懸念さ

れるということを耳にしたのですが、現状、そういった混雑というか、そういったもの

は、偏り、ファイザーだけに予約が偏っているとか、そういった状況というのは、今、動

きが出てきているのか、教えていただける範囲で結構ですので、お願いいたします。 

馬場委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 当初、３回目スタートする時点で、予約状況等を確認した上では、やはりファイザーの

ほうに人気があるというか、モデルナのほうの予約が空いている状況でございましたが、

現在のところ、モデルナのほうの予約も順調に入っている状況でございますので、おおむ

ねバランスとれた形で接種は進んでいるのかなと考えております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございました。 

 コロナの関係については、さきの一般質問でも取り上げさせていただいたのですが、私

個人の思いとしては、現場の方々は本当に昼夜問わずに対応していただいて、本当によく

やっていただいていると思っておりますし、市民の方からも感謝の声が届いておりますの

で、この場でお伝えをしたいと思います。 

 そして、１点、市民の方からいただいた意見として、県内の、すみません、これは

ちょっと関連的な質問になるかもしれません。ワクチンのことではないのですが、コロナ

対策に関することです。県内の首長さんたちは、今、感染状況が非常に厳しいとか、何と

か感染対策へ協力してほしいということを、ホームページとかＳＮＳとかで、もちろん動

画で、生の声ではないのでしょうけれども、動画を通じて市民の方に訴えたり、ホーム

ページに首長メッセージとして、逐次、掲載したり、何とか市民の方にも、長い間、本当

に我慢を強いているけれども、何とか引き続き協力をしてくださいという思いを市民の方

へ投げかけていると。県内の首長さん、ほとんどの方がほぼ全員やられているのです。 

 三沢市は、私も探してみたのですけれども、私の探し方が悪かったかもしれませんが、

そういったものは見つからなくて、市長の部屋というところをクリックして、入ってみ

て、一番上にあるメッセージが、今年の新年の挨拶だったのです。その前は、去年の震災

から１０年経ったことに向けるメッセージ。やはり三沢市、市長をはじめ皆さん本当によ

くやっていただいているのは私も重々分かっているのですが、何とか強いメッセージを市

民の方に投げかけていただければ、不安が少しでも払拭されるのではないのかなと思って

いますし、先般、要望させていただいた席でも、強いメッセージをしっかりと発信してい

くということを市長は申されたと思います。何とか御対応いただければ、市民の方も安心

につながるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 



- 52 - 

馬場委員長：市長。 

（「市長に聞いているのですね」と呼ぶ者あり） 

西村委員：御答弁いただければありがたいです。 

小檜山市長：もちろん私も、他の自治体の長と同じ気持ちでございまして、三沢市もそこ

そこ普及、進んでおりますし、私は必ず土、日、ワクチン接種会場に行って、なぜ行きま

すかというと、その日の状況を見たり、あるいは先生が毎回替わるもので、その替わった

先生に御挨拶を申し上げているわけでございます。 

 ただ、今言ったみたく、なかなかホームページ等を利用して、市長の部屋からそういっ

たことを発する機会を逸しておりました。これからまた担当部課長とも相談して、そうい

う私の意思をメッセージとして上げてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

馬場委員長：いいですか。 

 西村委員。 

西村委員：ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 では、次に移ります。 

 １５３ページ、清掃費についてなのですが、すみません、これはどこの項目で聞いたら

いいのか、ちょっと私、見つけられなくて、ここでちょっと聞かせていただくのですが、

要は不法投棄についてなのです。よく、町内のごみ捨て場に、明らかに町内ではない、町

外から来たような方がごみを捨てていったとか、また、沿岸部の人は、誰の土地か分から

ないけれども、不法投棄というのですか、家電製品とかが捨てられていると。あとは、ご

みではないのですが、市民の方から言われたのは、雪を、明らかに市外の業者でしょう

か、トラックに乗せてきて、三沢市の捨て場に捨てているのを目撃したと。これは現場を

私、押さえたわけではなくて、市民の方が言っていたことです。そういった状況を、不法

投棄に関しては、民間の団体と協力して、三沢市もパトロールとか巡回をされていると思

うのですが、現状をどのように捉えておられるのか、そこをちょっと教えていただければ

と思います。 

馬場委員長：清掃センター所長。 

岡部清掃センター所長：ただいまの現状把握についてお答えいたしたいと思います。 

 市内でも数か所、不法投棄の多発地点がございます。そちらは、週に１回、監視員が市

のほうにもおりますので、巡回していただいて、パトロールをしております。そのほか、

投棄されている場所などには、不法投棄は犯罪ですよとか、こういった啓発活動の意味も

込めて、看板等、設置させていただいております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございます。 

 以前から、なかなかなくならないというか、本当に毎年毎年、苦情というか、市民の方

からいろいろ言われるのですけれども、特効薬というか、それは私も本当に見つかってい

ない中であります。今後、ぜひとも、パトロールを強化することがいいのか、監視カメラ

をつけるのがいいのか、正解は本当に分からないですけれども、何とか様々な関係団体、
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組織等と連携をしながら、こういった不法投棄をなくする方向に努力を何とかお願いをし

たいと思います。 

 次であります。 

 １９７ページです。 

 こちら、みーくる管理費に４,５００万円ほど計上されておりますが、こちら、以前、

委員会でも少しだけ触れさせていただきましたが、現在、利用状況といいますか、にぎわ

いの状況といいますか、もしつかんでいるのならば、細かいところは非常に分からないと

思うので、分かる範囲で教えていただければと思います。 

馬場委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：みーくるの、どういうふうににぎやかしているのかとい

うことの御質問だと思います。 

 昨年度、三沢商業高等学校の生徒がＰＲ動画をつくっていただきまして、そちらのほう

を、デジタルサイネージという大きい画面で流させていただきました。 

 それと、そこを委託管理を受けている業者の方から、一昨年と同じように、クリスマス

の飾りをしていただきました。 

 この御時世でございますので、人を集めてのイベントというのはやっていなくて、あと

は、三沢で遊ぼうという、キャンプ場や、そういう動画を中心に、にぎやかしといいます

か、そういうのを実施したところでございます。 

 以上です。 

馬場委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございました。 

 コロナ禍ということで、難しいものだと思いますけれども、私個人の感想では、コロナ

禍ということもあるのでしょうけれども、非常に閑散としているといいますか、せっかく

立派な施設を建てたのに、当初予定していたものから若干、方向性が転換、変わってき

て、非常に寂しい、何とかアフターコロナ、ウィズコロナの時代に、今後のコロナに打ち

勝った後、しっかりあそこがあの地域のにぎわい創出の場につながれば、非常にこれは建

てた意味があるのではないのかなと思っております。 

 まだまだ先の話なのでしょうけれども、例えば、可能、不可能は別として、観光協会に

御協力をいただいて、あそこに何らかの形で入居いただくとか、他自治体の例でいうと、

これが三沢になじむかは別ですけれども、サテライト図書館を置いて、地域の学生、子供

やお年寄りに使っていただくようなものであったり、女性のキャリアアップ、再就職、地

域活動を支援するようなものを設置して、相談窓口のようなものを設置して、そういった

方々に活用してもらうような場をつくっているところもあれば、外国人が集えるような、

外国人への地元のＰＲとか、そういったものを相談してもらえるような場所を設置してい

る自治体もあれば、様々な、各自治体がいろいろな取組をしている中で、三沢市はみーく

るという施設を今のまま、ただ学生が時間を潰して、雨宿りする施設にしていてはもった

いないと思うのです。今後の方向性、どういったお考えをお持ちか、教えていただければ

と思います。 

馬場委員長：産業観光課長。 
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長根経済部参事兼産業観光課長：みーくるの今後の方向性でございます。 

 委員、今おっしゃられたように、みーくるができてから、観光協会をそこに持っていく

のではなくて、前にあった観光案内所、以前はスカイプラザにありました。それを今、駅

のほうに、みーくるの中に移設といいますか、引っ越ししていただきました。確かに委員

おっしゃるように、あそこは地域の活性化をその場でつくるという目的もあって建設され

たものと認識しております。今後は、観光協会がそこに入るのがまたいいのか悪いのかの

検討もございますが、今おっしゃられたように、外国人にも活用いただく、そして女性の

活性化にもつながるような取組をしてはどうかということでございますので、コロナが明

けた、収束した後は、その辺も周りの地域の方々と相談をしながら、何がみーくるの将来

になじんでいくのかというところを研究していきたいと思います。 

 以上です。 

西村委員：ありがとうございました。 

馬場委員長：いいですか。 

西村委員：はい。 

馬場委員長：西村委員、空き家の先ほどの質問の数がようやく出たみたいですから、生活

安全課長のほうから答弁をお願いします。 

河村生活安全課長：先ほどの西村委員の空家取壊し事業補助金に関連した質問の中の、市

内の空き家の数についてお答えさせていただきます。遅くなりました。 

 令和２年度に市内の空き家の数を調査いたしました。調査方法は、目視及び周辺住民か

らの聞き取りなどにより調査を行ったところです。令和２年度末現在で、市内に１,１０

３軒の空き家が認められたところでございます。 

 以上です。 

西村委員：ありがとうございました。 

馬場委員長：あとはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：ないようでございます。 

 質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、私は令和４年度三沢市一般会計予算について、反対の立場で討論い

たします。 

 内容なのですけれども、長期化しているコロナ禍によって、経済的打撃を受け続けてい

る事業者の方々、また、労働者の方々への支援というのは、やはり国、県頼みの状況、補

正で対応するという国の補助金をねらっての補正対応、これに終始、これまでやってきた

わけですけれども、これでは不十分だというふうに言えます。 

 また、今回の予算規模、前年度と比較して１６億１,３００万円の増額予算というふう

になっており、主な要因としては、公共施設の大規模改修中心の事業費の増加によるもの

としています。 

 人口減少により、将来的に財政状況が厳しくなることがもう見込まれている中で、この
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公共施設の維持管理費、公共施設の運営のあり方、これは本当に今、不十分だなというふ

うに、予算の内容を見ても思います。 

 三沢市の公共施設等総合管理計画、これには公園とか道路とか、そういったものが含ま

れない中での見込額といいますか、縮減、更新費用、こういったものが、公園とかそう

いったものが含まれない状況で、まだまだこれ、不十分な状況で、本当にここに今、何と

かしなければならないと。これ、全部次の世代にツケで回るわけですから、ここを重点的

にしっかりと対応していかなければならないと思っていますが、今の時点では大変不十分

だと思います。 

 よって、当該予算に対して、一部反対といたします。 

馬場委員長：討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 議案第１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者挙手） 

馬場委員長：挙手多数であります。 

 よって、議案第１号令和４年度三沢市一般会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午後 ３時１０分 休憩 

──────────────── 

午後 ３時１６分 再開 

馬場委員長：休憩前に引き続き、会議を開きます。次に、議案第２号令和４年度三沢市国

民健康保険特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 市民生活部長。 

工藤市民生活部長：議案第２号令和４年度三沢市国民健康保険特別会計予算案の概要につ

きましてご説明申し上げます。 

 当初予算の編成にあたりまして、青森県から示された国保事業費の金額を参考に編成し

たところであります。 

 歳入につきましては、資格管理や保険税の賦課及び徴収に努めるとともに、歳出におき

ましては、引き続き保険事業の推進を図るなど、所要の予算措置をしたところであります

。 

その結果、令和４年度三沢市国民健康保険特別会計予算案の総額は、歳入歳出ともに３９

億２,９３０万９,０００円となり、前年度当初予算額との比較では５３８万７,０００円

の増となったところであります。 

 以下、予算書２９５ページの歳入歳出予算事項別明細書に基づき、歳入からご説明申し

上げます。 

 １款国民健康保険税は前年度と比較して１,５０４万４,０００円増の８億３,００７万
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７,０００円としたものであります。 

 次に、２款使用料及び手数料は、保険税の督促手数料として前年度同額の８４万円とし

たものでございます。 

 次に、３款国庫支出金は科目設定として１,０００円としたものであります。 

 次に、４款県支出金は保険給付費相当分として交付される交付金などで、前年度と比較

して２８４万６,０００円増の２６億９,２３５万１,０００円としたものであります。 

 次に、５款財産収入は科目設定として１,０００円としたものであります。 

 次に、６款繰入金は低所得者の減に伴う保険基盤安定繰入金などの減及び支払基金から

の繰入れにより、前年度と比較して１,２５０万２,０００円減の３億９,４７０万５,００

０円としたものであります。 

 次に、７款繰越金は科目設定として１,０００円としたものであります。 

 次に、８款諸収入は保険税の滞納に対する延滞金などで、前年度と比較して１,０００

円減の１,１３３万３,０００円といたしました。 

 以上が、歳入の主なものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 

 ２９６ページを御参照願います。 

 １款総務費は、人件費及び事務費などで、前年度に比較して１０３万４,０００円増の

７,８１２万８,０００円といたしました。 

 次に、２款保険給付費は、診療報酬明細書審査支払委託料の増などにより、前年度に比

較して２８５万円増の２６億１,６１７万３,０００円といたしました。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金は、県への納付金で、前年度に比較して４３万

７,０００円増の１１億７,４４３万円といたしました。 

 次に、４款共同事業拠出金並びに５款財政安定化基金拠出金は、科目設定のため、それ

ぞれ１,０００円といたしました。 

 次に、６款保健事業費は、特定健康診査等事業及び保健事業に係る事業費で、前年度と

比較して１０６万６,０００円増の３,４９１万２,０００円といたしました。 

 ７款基金積立金は、科目設定として１,０００円といたしました。 

 次に、８款公債費は、一時借入金に対する利息などで、前年度と同額の１万円といたし

ました。 

 次に、９款諸支出金は、償還金及び還付金、加算金で、前年度と同額の５６５万３,０

００円といたしました。 

 次に、１０款予備費は、前年度と同額の２,０００万円としたものであります。 

 以上が、令和４年度三沢市国民健康保険特別会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

馬場委員長：質疑を行います。 

 春日委員。 

春日委員：予算書の３５１ページの中から質問させていただきます。 

 特定健康診査等事業費の中から、この特定健康診査委託料１,１６２万１,０００円の計

上でございます。ここ数年来、この特定健診対象者の受診率が非常に危惧されているとい
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うふうに受け止めておりました。分かる範囲でよろしいですけれども、ここ数年の特定健

診に至る対象者、何名ほど、そしてまた、その対象者の中で、受診者、受診率、どの程度

であるか、参考にお聞かせいただきたいと思います。 

馬場委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：特定健診実施率についてお答えいたします。 

 結果として出ておりますのが、現在のところ、令和２年度、元年度となりますが、今、

手持ちにありますのは、実施率、令和２年度は２１.７％、元年度は２６％となってお

り、２年度は元年度に比べて４.３％落ち込んだ状態であります。 

春日委員：対象者は。 

山田国保年金課長：ちょっと対象者は、今、手持ちにございませんで、申し訳ございませ

ん。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 一方で、やはりコロナ禍での医療機関の受診控え、また、健診もというふうなところも

話題にはなっておりますけれども、やはりこの健診、早期発見、早期治療というのが、改

めて申すまでもないことでございます。 

 今回、保健相談センター、また、ＪＡおいらせの御協力を得て、会場が２か所になった

のだなというふうに、改めて知ることとなりました。加えて、ＪＡおいらせにつきまして

は、非常にありがたく、がん検診の申込みをした方に２,０００円の助成をしてくださ

る、非常にありがたい取組、御協力を得ていることに、非常にまた私も感謝をしていると

ころでございました。 

 また、担当課の皆様、職員の皆様については、健診の皆様に対して、お一人お一人面談

をし、三沢市が数年来、取り組んでくださっている健康ポイント事業、これについてもお

一人お一人から聞き取りをしていただき、日頃の健康への取組等々、ヒアリングをしてい

ただき、そしてさらには、５００円のお買物券を御褒美のように、これからも頑張ってほ

しいというメッセージを込めた取組だと思いますけれども、非常にありがたい取組だとい

うふうに思っております。 

 数年来、市としても、この特定健診の受診率向上のために様々に御努力をしてきている

というふうには思っておりますけれども、市として、なかなか受診率が上がらないという

状況を抱えての数年来だというふうに思いますけれども、特に力を入れて受診率向上に努

めてきていること、また、加えて、今年度はまた新たな取組もしていく、そういうような

お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

馬場委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：特定健診率を上げるための施策ということでございますけれども、本

年度、新たな取組としましては、本年度、インフルエンザの助成として、特定健診受診さ

れた方、また、その世帯については、１回につき２,０００円の助成を始めたところでご

ざいまして、令和４年度につきましても、同じく事業のほうは進めたいと考えておりま

す。 

 あとは、特定健診の関係医療機関として、みなし健診、これは２年度から３年度には１
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医療機関増やしたところでございますが、令和４年度も増やすべく努力していきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 ちょっと確認させてください。ただいまのお答えの中での、インフルエンザの接種料金

ですか、これは年齢がなく、等しく、この特定健診、全ての方にインフルエンザの接種料

金を助成をするという、そういう認識でよろしいでしょうか。 

馬場委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 特定健診というものは４０歳から６４歳までということになっておりますので、国保で

その年齢の方が、特定健診を受けたときには、その世帯の方にも助成できるということに

なっております。あと、下は１２歳以上、インフルエンザは、６４歳までと。６５歳以上

はインフルエンザの接種の助成が健康推進課のほうでやっておりますので、そちらを利用

していただきたいということになっております。 

馬場委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 ちょっと確認、たびたびですみません。世帯の中のお一人の方が特定健診を受けたら、

家族全員が助成を受けられる、こういう受け止めでよろしいでしょうか。 

馬場委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お見込みのとおりでございます。 

春日委員：以上です。ありがとうございます。 

馬場委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号令和４年度三沢市国民健康保険特別会計予算は、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第３号令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計予算を議題といたしま

す。 

 当局の説明を願います。 

 経済部長。 

吉村経済部長：議案第３号令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計予算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 予算書の３７０ページを御参照ください。 
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 畜産に関しては、豚熱の家畜伝染病の収束が見えない状況ではありますが、各種家畜伝

染病予防や拡散防止対策などを関係機関と連携しながら、豚の飼養衛生管理の徹底に努め

ております。 

 また、近年の消費者の食に対する安全意識の高まりにより、食肉業界においても衛生面

のさらなる強化が求められていることから、当センターにおいては、食品の安全と品質を

確保するための国際的なマネジメントシステムであるＳＱＦの認証を継続更新するととも

に、安全・安心な国産豚肉を消費者に提供する体制強化を引き続き進めていくこととして

おります。 

 令和４年度予算編成に当たっては、年間予定処理頭数を、令和３年度の実績見込みを踏

まえ、前年度同様の４７万頭を見込むとともに、引き続き養豚生産者等に対する各種補助

金を予算化するなど、継続的な経営強化を目指した予算編成に努めた結果、予算額は、歳

入歳出それぞれ１０億７,６０８万８,０００円とするところであります。 

 それでは、まず、歳入の主なものについて御説明いたします。 

 予算書の３７３ページを御参照ください。 

 １款の事業収入につきましては、前年度と同額の１０億６,８９０万６,０００円を計上

したところであります。 

 ２款の分担金及び負担金につきましては、隣接するスターゼンミートプロセッサー株式

会社と共同利用を行う排水処理施設の維持管理経費に係る同社からの負担金として７１６

万２,０００円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 予算書の３７４ページを御参照ください。 

 １款の事業費につきましては、指定管理料７億９,４５４万９,０００円や、と畜場用機

械などの改修工事費４,１８９万円が主なもので、８億８,９８４万８,０００円を計上し

ております。 

 ２款の公債費につきましては、平成２５年竣工の大規模改修事業に伴う起債元利償還金

など１億８,６２４万円を計上しております。 

 以上が、令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

馬場委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号令和４年度三沢市食肉処理センター特別会計予算は、原案のとおり
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可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４号令和４年度三沢市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 福祉部長。 

篠田福祉部長：議案第４号令和４年度三沢市介護保険特別会計予算につきまして、その概

要を御説明いたします。 

 予算書の４１１ページから４１３ページの歳入歳出予算事項別明細書を御参照願いま

す。 

 令和４年度は、第８期介護保険事業計画期間の中間年次となりますが、引き続き介護保

険給付の適正化と地域包括ケアシステムの充実化を推進しつつ、計画にのっとり適切な介

護サービスの整備を行い、高齢者の自立支援及び重度化防止に資する環境を整えてまいり

たいと考えております。 

 予算編成に当たりましては、事業経費等については、節減による適正化を図り、歳出の

ほとんどを占める保険給付費は、実績及び直近の傾向等を勘案し、慎重に推計を行う一

方、これら財源となる国庫支出金を初めとするそれぞれの歳入を適切に積算いたしまし

た。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７億９,９１８万１,０００円となり、前年

度予算額との比較では１億６,８１９万５,０００円、率にして４.６％の増となっており

ます。 

 それでは、予算の内容につきまして、４１１ページの歳入から御説明いたします。 

 １款の保険料は、第１号被保険者の介護保険料で、７億５,７８３万６,０００円を計上

するものであります。前年度比では４,０４１万２,０００円、５.６％の増となっており

ます。 

 ２款の使用料及び手数料は、介護保険料の督促手数料であります。科目設定のため１,

０００円を計上しております。 

 ３款の国庫支出金は、介護給付費に対する国庫負担金と介護予防事業等に対する国庫補

助金で、９億７０５万５,０００円を計上いたしました。 

 ４款の支払基金交付金は、第２号被保険者から支払われる介護保険料でありますが、９

億６,４８５万１,０００円を計上いたしております。 

 ５款の県支出金は、介護給付費に対する県負担金と介護予防事業等に対する県補助金

で、５億２,０９２万４,０００円を計上いたしております。 

 ６款の財産収入は、三沢市介護保険給付費支払準備基金に対する利子で、４,０００円

を計上しております。 

 ７款の繰入金は、保険給付費や職員人件費、介護予防支援事業等に対する一般会計から

の繰入金で、６億３,３７９万９,０００円を計上しております。 

 ８款の繰越金は、前年度繰越金で、科目設定のため１,０００円を計上しております。 

 ９款の諸収入は、要支援認定者に係るケアプラン作成に対する介護報酬費等で、１,４

７１万円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 
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 ４１２ページから４１３ページを御参照願います。 

 １款の総務費は、職員人件費や事務費であり、１億１,８４７万７,０００円を計上して

おります。 

 ２款の保険給付費は、介護保険サービス等に係る保険者負担分でありますが、実績等に

基づき推計し、３４億５,７０４万３,０００円を計上しております。 

 ３款の財政安定化基金拠出金は、県が運用する基金への拠出金でございますが、科目設

定のため１,０００円を計上しております。 

 ４款の地域支援事業費は、介護予防事業及び地域包括支援センター運営に要する費用

で、２億１,２６５万４,０００円を計上しております。 

 ５款の基金積立金は、介護保険給付費支払準備基金の利子等を基金に繰り入れるもの

で、５,０００円を計上しております。 

 ６款の公債費は、一時借入金に対する利息であり、科目設定のため１,０００円を計上

しております。 

 ７款の諸支出金は、介護保険料の還付金等で、１００万円を計上しております。 

 ８款の予備費は１,０００万円を計上しております。 

 以上が、令和４年度三沢市介護保険特別会計予算の概要でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

馬場委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号令和４年度三沢市介護保険特別会計予算は、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第５号令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 市民生活部長。 

工藤市民生活部長：議案第５号令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の概要につ

きまして御説明申し上げます。 

 予算書の４９２ページをお開き願います。 

 予算の編成に当たりましては、高齢者の健康保持と医療の確保を図ることを基本方針と

し、歳入では、保険料などの財源確保に努めるとともに、歳出においては、所要の予算措

置をしたところであります。 

 この結果、令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出ともに４
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億６,６７５万５,０００円となり、前年度当初予算額との比較では１,０７４万１,０００

円の増となったところであります。 

 以下、予算書４９５ページの歳入歳出予算事項別明細書に基づき、歳入から御説明申し

上げます。 

 １款の後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収及び普通徴収の合計で、前年度

比３１４万５,０００円増の３億１,４００万９,０００円としたものであります。 

 ２款の使用料及び手数料につきましては、保険料の督促手数料として、前年度比１万

４,０００円減の６万２,０００円としたものであります。 

 ３款の繰入金につきましては、一般会計からの人件費、事務費及び保険料の軽減による

負担金等の繰入金で、前年度比７０９万１,０００円増の１億３,２１０万円としたもので

あります。 

 ４款の諸収入につきましては、歯科検診及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業

による委託金の増により、前年度比５１万９,０００円増の２,０５８万３,０００円とし

たものであります。 

 ５款の繰越金につきましては、前年度繰越金でありますが、科目設定のため１,０００

円としたものであります。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 ４９６ページを御参照願います。 

 １款の総務費につきましては、人件費及び事務費として、前年度比８４万４,０００円

増の２,８１７万８,０００円としたものであります。 

 ２款の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連合に対する保険料負担金

及び保険料の軽減による負担金等として、前年度比７９０万４,０００円増の４億１,５０

３万６,０００円としたものであります。 

 ３款の保健事業費につきましては、特定健康診査、歯科検診等に係る事業費及び高齢者

の保健事業と介護予防の一体的実施事業による委託費として、前年度比２００万１,００

０円増の２,１７４万９,０００円としたものであります。 

 ４款の諸支出金につきましては、保険料の還付金等として、前年度比１８万円減の１１

９万１,０００円としたものであります。 

 ５款の保険給付費につきましては、後期高齢者高額介護合算療養費として、前年度比１

７万２,０００円増の６０万円としたものであります。 

 ６款の公債費につきましては、一時借入金利子の科目設定として、１,０００円とした

ものであります。 

 以上が、令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

馬場委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていだきます。 

 今年度、１０月頃に、後期高齢者の医療窓口負担が２割になるということで、その影響

を受ける三沢市の方が、対象者、どのぐらいいらっしゃるのでしょうか。 
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馬場委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 ２割負担になる方の数ということですが、これについては、今現在、確定申告中の結果

をもとに、所得の判断といいますか、それを行いますので、確定値はちょっとまだ未定で

ございますが、青森県の後期高齢者医療広域連合の試算ですと、現在の所得状況に置き換

えた場合の数ですが、県内で１３％程度、現在、１割、３割とありますが、その全体の中

の１３％程度が、１割だったのに２割に上がるのではないかと試算しております。三沢市

に置き換えますと、後期高齢者医療対象者が約５,０９０人、１月末でおりますので、１

３％となりますと、６６０人程度が、現在１割なのに、１０月からは２割の保険証に変わ

ることになろうかと思います。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 この２割に該当する内容というか、収入、これをちょっと具体的にお知らせいただけま

すか。 

馬場委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 窓口負担割合が２割の対象となるかどうかの判定ですが、７５歳以上の方の課税所得、

年金収入をもとに、世帯単位で判定することとなっております。仮に世帯に７５歳以上の

方が１人だけの場合、年金収入プラスその他の合計所得金額が２００万円以上になった場

合は２割となります。また、世帯に７５歳以上の方が２名以上いる場合、年金収入プラス

その他の合計所得金額の合計が３２０万円以上の世帯については、皆さんが２割という判

定基準が出されております。 

 以上でございます。 

馬場委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そうしますと、２００万円までの方、１割で、それを超えると２割になる。現役並みの

収入がある方々は３割だということで、やはり２割負担になると、倍になるので、今か

かっている治療費が、やっぱり負担になると思います。 

 その中で、今、この予算書の中では、それが反映されているということになるのでしょ

うか、事業内容。 

馬場委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 病院等への医療給付費になるのではないかと思いますけれども、これは事業主体である

青森県後期高齢者医療広域連合のほうが医療給付のほうの予算を行っておりますので、当

市の、三沢市の後期高齢者医療特別会計の中には反映されていないといいますか、医療予

算とは関係ないものになっております。 

 以上です。 

馬場委員長：いいですか。 
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 それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号令和４年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６号令和４年度三沢市水道事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

高橋上下水道部長：議案第６号令和４年度三沢市水道事業会計予算の概要について御説明

申し上げます。 

 令和４年度の予算編成に当たりましては、将来にわたって健全で安定的な事業運営が継

続できるよう、引き続き事業の効果や効率性の精査を徹底するとともに、良質な水道水の

安定供給のために、老朽化した設備の更新に重点を置き、予算措置をしたところでありま

す。 

 予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条の業務量の予定量について御説明いたします。 

 令和４年度の給水件数につきましては、昨年度同様の１万９,４００件を見込み、年間

給水量は３７８万６,５００立方メートル、１日当たりの平均給水量は１万３７３立方

メートルを見込んでいるところであります。 

 主要な建設改良事業といたしまして、老朽管等の更新工事をメインに、配水場の計器類

等の更新を含めた４億４,９８９万４,０００円を計上しているところです。 

 次に、第３条は、経営活動に伴う収益的収入及び支出であります。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の事業収入は９億３３０万７,０００円で、内訳といたしまして、営業収益を７

億４,０５５万円、営業外収益を１億６,２７５万６,０００円、特別利益を１,０００円と

定めるものであります。前年度との比較につきましては、別冊の予算概要に記載してあり

ますが、収益的収入におきましては、２,２３５万６,０００円の減で、率にして２.４％

の減となったところでございます。 

 次に、支出について御説明いたします。 

 第１款の事業費用は８億１,１６０万９,０００円で、内訳といたしまして、営業費用を

７億６,２１６万７,０００円、営業外費用を４,９１６万２,０００円、特別損失を２８万

円と定めるものであります。収益的支出における前年度との比較では、７,６８７万５,０

００円の減で、率にして８.７％の減となったところでございます。 

 また、収益的収入から支出を差し引いた額は９,１６９万８,０００円の余剰見込みとな
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り、このうち消費税を差し引いた当年度純利益は６,７９０万円を見込んでいるところで

ございます。 

 次に、第４条は、施設の整備に伴う資本的収入及び支出でございます。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の資本的収入は２億１,９００万円で、内訳といたしまして、企業債を７,２００

万円、補助金を１億２,７００万円、負担金を２,０００万円と定めるものでございます。

資本的収入における前年度との比較では１億４,０２０万円の増で、率にして１７７.９％

の増となったところでございます。 

 次に、支出について御説明いたします。 

 第１款の資本的支出は５億７,４４８万円で、内訳といたしまして、建設改良費を４億

６,８６６万４,０００円、企業債償還金を１億５８１万６,０００円と定めるものでござ

います。資本的支出における前年度との比較では、１億８,４８６万３,０００円の増で、

率にして４７.４％の増となったところでございます。 

 なお、資本的収入から支出を差し引いた不足額３億５,５４８万円につきましては、当

年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額２,６８８万９,０００円、減債積立金１

億５８１万６,０００円及び損益勘定留保資金２億２,２７７万５,０００円をもって補塡

することとしております。 

 続きまして、予算書の２ページを御参照願います。 

 第５条の企業債については、限度額を７,２００万円と定めるものであります。 

 第６条の一時借入金については、限度額を１億円と定めるものであります。 

 第７条は、予算額に不足が生じた場合、各項目間において流用ができるということを定

めるものであります。 

 第８条は、職員給与費９,５６３万９,０００円を、議会の議決を経なければ流用するこ

とができないと定めるものであります。 

 最後の第９条は、棚卸資産購入限度額を２,１３８万４,０００円と定めるものでありま

す。 

 以上が、令和４年度三沢市水道事業会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

馬場委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号令和４年度三沢市水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべきも
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のと決しました。 

 次に、議案第７号令和４年度三沢市下水道事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

高橋上下水道部長：議案第７号令和４年度三沢市下水道事業会計予算の概要について御説

明申し上げます。 

 令和４年度の予算編成に当たりましては、公衆衛生の向上を念頭に、計画的な管渠整備

や、老朽化施設の更新等に当たるほか、各施設の経費の抑制に注意を払い、予算措置した

ところであります。 

 予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条の業務の予定量について御説明いたします。 

 令和４年度の接続戸数につきましては、昨年度を２６５戸ほど上回る１万１１３戸を見

込んでおります。年間処理水量は２７６万５,０００立方メートル、１日当たりの平均処

理水量は７,５７５立方メートルを見込んでいるところであります。 

 主要な建設改良事業といたしまして、下水道管渠整備事業に３億２,１３３万４,０００

円、三沢市浄化センターの監視制御装置などの処理場更新事業に１億９,１９３万円を計

上しているところです。 

 次に、第３条は、経営活動に伴う収益的収入及び支出であります。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の事業収益は１４億９,１４２万円で、内訳といたしまして、営業収益を５億９,

３２８万８,０００円、営業外収益を８億９,１３１万２,０００円、特別利益を６８２万

円と定めるものであります。前年度との比較につきましては、別冊の予算概要に記載して

おりますが、収益的収入におきましては５,７１０万円の減で、率にして３.７％の減と

なったところでございます。 

 次に、支出について御説明いたします。 

 第１款の事業費用は１３億４,７８６万円で、内訳といたしまして、営業費用を１１億

９,６８４万１,０００円、営業外費用を１億４,８８１万３,０００円、特別損失を２２０

万６,０００円と定めるものであります。収益的支出における前年度との比較では、５,８

３３万５,０００円の減で、率にして４.１％の減となったところであります。 

 また、収益的収入から支出を差し引いた額は１億４,３５６万円の余剰見込みとなり、

このうち消費税を差し引いた当年度純利益は１億３,３４０万２,０００円を見込んでいる

ところであります。 

 次に、第４条は、施設の整備に伴う資本的収入及び支出でございます。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の資本的収入は１０億３,４３４万７,０００円で、内訳といたしまして、企業債

を６億２,９８０万円、補助金を２,９５１万４,０００円、負担金を１億５,５９０万３,

０００円と定めるものであります。資本的収入における前年度との比較では、５,４９９

万４,０００円の増で、率にして５.６％の増となったところであります。 

 次に、支出について御説明いたします。 
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 第１款の資本的支出は１５億４,２１６万９,０００円で、内訳といたしまして、建設改

良費を５億１,３２６万４,０００円、企業債償還金を１０億２,８９０万５,０００円と定

めるものであります。資本的支出における前年度との比較では、５,６５２万円の増で、

率にして３.８％の増となったところであります。 

 なお、資本的収入から支出を差し引いた不足額５億７８２万２,０００円につきまして

は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額４,２３０万９,０００円、当年度

分損益勘定留保資金３億４,２８３万９,０００円、減債積立金１億５４万８,０００円及

び当年度利益剰余金処分額２,２１２万６,０００円をもって補塡することとしておりま

す。 

 続きまして、予算書の２ページを御参照願います。 

 第５条の債務負担行為については、三沢市浄化センター監視制御装置更新工事の限度額

を１億１,７００万円と定めるものであります。 

 第６条の企業債については、限度額を６億２,９８０万円と定めるものであります。 

 第７条の一時借入金については、限度額を５億円と定めるものであります。 

 第８条は、予算額に不足が生じた場合、各項目間において流用できるということを定め

るものであります。 

 第９条は、職員給与費７,６９２万２,０００円を、議会の議決を経なければ流用するこ

とができないと定めるものであります。 

 第１０条は、他会計からの補助金を６億４,８２０万５,０００円と定めるものでありま

す。 

 最後の第１１条は、利益剰余金の処分について、減債積立金へ２,２１２万６,０００円

を積み立てるものであります。 

 以上が、令和４年度三沢市下水道事業会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

馬場委員長：質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号令和４年度三沢市下水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第８号令和４年度三沢市立三沢病院事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 三沢病院事務局長。 
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田辺三沢病院事務局長：議案第８号令和４年度三沢市立三沢病院事業会計予算につきまし

て、その概要を御説明申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症が国内で感染確認されてから２年以上が経過し、いまだ収束

の見通しが立たない中、三沢病院では、昨年度から病棟一つを閉鎖し、新型コロナウイル

ス感染症に対処しているところでございます。 

 そのため、入院収益が落ち込むなど、依然として厳しい経営環境にあり、新型コロナウ

イルス感染症入院患者病床確保事業費補助金等、国や県からの補助金により、持ちこたえ

ているところでございます。 

 このような中、令和４年度の病院経営に当たりましては、引き続き院内感染防止対策を

徹底しながら、職員の経営意識の向上を図るとともに、質の高い医療と充実したサービス

を提供して、地域住民に信頼される病院、優しい病院を目指してまいりたいと考えてござ

います。 

 それでは、予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条、業務の予定量についてでございます。 

 収益的事業では、年間の入院患者数を６万１,３２０人、１日当たり１６８人とし、年

間の外来患者数は９万９,３３０人、１日当たり４３０人を見込んでおります。建設改良

事業では、一般備品等購入の営業設備として２億５３８万９,０００円、リース資産購入

に４,２１４万１,０００円、下水道受益者負担金２８５万６,０００円、機器購入とし

て、Ｘ線撮影装置に６,６００万円、放射線画像管理システムに９,３５０万円を計上し、

実施することといたしております。 

 次に、第３条は、病院の事業活動に伴う収益的収入及び支出でございます。 

 まず、収入につきましては、第１款病院事業収益を５９億９,３４４万１,０００円と

し、その内訳は、第１項医業収益を５２億３,６３２万３,０００円、第２項の医業外収益

を７億５,７１１万７,０００円、第３項特別利益を１,０００円と定めるものでございま

す。 

 支出につきましては、第１款病院事業費用を６３億８,００９万５,０００円とし、その

内訳は、第１項の医業費用６１億１,７０５万３,０００円、第２項医業外費用を２億６,

３０４万１,０００円、第３項特別損失を１,０００円と定めるものでございます。 

 次に、第４条は、建設改良費や企業債元金償還金、また、その財源となる企業債や、一

般会計からの出資金などの資本的収入及び支出についてでございます。 

 収入につきましては、第１款資本的収入を５億１,８０２万３,０００円とし、内訳は、

第１項企業債を２億円、第２項出資金を１億９,６６２万３,０００円、第３項補助金を１

億２,２００万円と定めるものでございます。 

 支出につきましては、第１款資本的支出を７億１,７０４万５,０００円とし、内訳で

は、第１項建設改良費を４億９８８万６,０００円、第２項の企業債償還金を３億５３５

万９,０００円、第３項の投資を１８０万円と定めるものでございます。 

 この結果、収支不足額となる１億９,８４２万２,０００円につきましては、当年度分消

費税及び地方消費税、資本的収支調整額１５０万１,０００円及び過年度分損益勘定留保

資金１億９,６９２万１,０００円で補塡するものでございます。 
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 次に、予算書の２ページを御参照いただきたいと思います。 

 第５条は、企業債の限度額等について定めるものでございます。 

 第６条は、一時借入金の限度額を１２億円と定めるものであります。 

 第７条は、流用できる支出経費を定めるものでございます。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費を、給与費２８億４,４７１万２,

０００円、公債費２５０万円と定めるものでございます。 

 第９条は、一般会計からの補助金を受ける額を７億８,１８９万６,０００円と定めるも

のでございます。 

 第１０条は、棚卸資産の購入限度額を１８億円と定めるものであります。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出並びに第４条、資本的収入及び支出について、主な

ものを御説明申し上げます。 

 予算書の２２ページ、２３ページを御参照いただきたいと思います。 

 まず、収益的収入につきましては、医業収益でありますが、入院収益は、前年度より

２,２２２万４,０００円減の３０億５,０６９万９,０００円としております。 

 また、外来収益は、前年度より２,６３２万８,０００円増の１８億３,７６０万５,００

０円とするなど、医業収益全体では５２億３,６３２万３,０００円、前年度と比較して３

４７万６,０００円の増額となっております。 

 医業外収益では、他会計補助金が前年度より１,１１８万６,０００円増の１億７,８１

０万９,０００円、他会計負担金は１,１９５万６,０００円減の３億３７０万９,０００

円、長期前受金戻入は１,２７２万５,０００円減の２億２,３０７万２,０００円とするな

ど、医業外収益全体では７億５,７１１万７,０００円、前年度と比較して１,３３０万５,

０００円の減額となり、病院事業収益の合計は５９億９,３４４万１,０００円、前年度と

の比較では９８２万８,０００円の減額となったところでございます。 

 次に、２４ページから２９ページまでを御参照いただきたいと思います。 

 収益的支出につきまして、まず、医業費用でございますが、給与費を３,６４０万１,０

００円増の２８億４,４７１万２,０００円、経費を１,８９０万９,０００円増の１３億

２,３８４万７,０００円としておりますが、材料費や減価償却費の減額により、医業費用

全体では６１億１,７０５万３,０００円、前年度との比較で２,３２５万４,０００円の増

額となったところでございます。 

 医業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費などの減額によりまして、前年度より２９

９万６,０００円減の２億６,３０４万１,０００円となり、病院事業費用の合計では６３

億８,００９万５,０００円、前年度との比較では２,０２５万９,０００円の増額となった

ところであります。 

 次に、３０ページ及び３１ページを御覧いただきたいと思います。 

 資本的収入及び支出でありますが、まず、収入の企業債につきましては、８,６００万

円増の２億円としております。企業債元金償還に充てる一般会計からの出資金を１,３２

８万８,０００円増の１億９,６６２万３,０００円、補助金を１億４,３１４万３,０００

円減の１億２,２００万円としており、資本的収入の合計では５億１,８６２万３,０００

円となり、前年度との比較では４,３８５万５,０００円の減額となったところでありま
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す。 

 次に、支出でございますけれども、建設改良費を２,９３３万８,０００円減の４億９８

８万６,０００円とし、企業債償還金、投資と合わせた資本的支出の合計は７億１,７０４

万５,０００円となり、前年度との比較では３,０００万２,０００円の減額となったとこ

ろでございます。 

 以上が、令和４年度三沢市立三沢病院事業会計予算の概要でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

馬場委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

馬場委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号令和４年度三沢市立三沢病院事業会計予算は、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、予算審査特別委員会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

午後４時２０分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長    馬 場 騎 一   

 

 

 

 


